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平 成 2 6 年 

三重県議会定例会会議録 

第 ４ 号 

○平成26年２月25日（火曜日） 

                                    

議事日程（第４号） 

平成26年２月25日（火）午前10時開議 

第１  県政に対する質問 

    〔一般質問〕 

第２  議案第１号、議案第２号及び議案第20号 

    〔委員長報告、採決〕 

第３  請願の件 

    〔採決〕 

第４  意見書案第１号 

    〔採決〕 

                                    

会 議 に 付 し た 事 件 

日程第１  県政に対する質問 

日程第２  議案第１号、議案第２号及び議案第20号 

日程第３  請願の件 

日程第４  意見書案第１号 

                                    

会議に出欠席の議員氏名 

出席議員  50名 

   １  番            下 野  幸 助 

   ２  番            田 中  智 也 
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   ３  番            藤 根  正 典 

   ４  番            小 島  智 子 

   ５  番            彦 坂  公 之 

   ６  番            粟 野  仁 博 

   ７  番            石 田  成 生 

   ８  番            大久保  孝 栄 

   ９  番            東      豊 

   10  番            中 西    勇 

   11  番            濱 井  初 男 

   12  番            吉 川    新 

   13  番            長 田  隆 尚 

   14  番            津 村    衛 

   15  番            森 野  真 治 

   16  番            水 谷  正 美 

   17  番            杉 本  熊 野 

   18  番            中 村  欣一郎 

   19  番            小 野  欽 市 

   20  番            村 林    聡 

   21  番            小 林  正 人 

   22  番            奥 野  英 介 

   23  番            中 川  康 洋 

   24  番            今 井  智 広 

   25  番            藤 田  宜 三 

   26  番            後 藤  健 一 

   27  番            辻    三千宣 

   28  番            笹 井  健 司 

   29  番            稲 垣  昭 義 

   30  番            北 川  裕 之 
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   31  番            舘    直 人 

   32  番            服 部  富 男 

   33  番            津 田  健 児 

   34  番            中 嶋  年 規 

   35  番            青 木  謙 順 

   36  番            中 森  博 文 

   37  番            前 野  和 美 

   38  番            水 谷    隆 

   39  番            日 沖  正 信 

   40  番            前 田  剛 志 

   41  番            舟 橋  裕 幸 

   43  番            三 谷  哲 央 

   44  番            中 村  進 一 

   45  番            岩 田  隆 嘉 

   46  番            貝 増  吉 郎 

   47  番            山 本    勝 

   48  番            永 田  正 巳 

   49  番            山 本  教 和 

   50  番            西 場  信 行 

   51  番            中 川  正 美 

  （52  番            欠      員） 

  （42  番            欠      番） 

                                    

職務のため出席した事務局職員の職氏名 

事務局長               林    敏 一 

書  記（事務局次長）        青 木  正 晴 

書  記（議事課長）         米 田  昌 司 

書  記（企画法務課長）       野 口  幸 彦 
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書  記（議事課課長補佐兼班長）   西 塔  裕 行 

書  記（議事課主幹）        加 藤    元 

書  記（議事課主査）        藤 堂  恵 生 

                                    

会議に出席した説明員の職氏名 

知     事            鈴 木  英 敬 

副  知  事            石 垣  英 一 

副  知  事            植 田    隆 

危機管理統括監            渡 邉  信一郎 

防災対策部長                   稲 垣    司 

戦略企画部長                   山 口  和 夫 

総 務 部 長            稲 垣  清 文 

健康福祉部長                   北 岡  寛 之 

環境生活部長                   竹 内    望 

地域連携部長                   水 谷  一 秀 

農林水産部長                   橋 爪  彰 男 

雇用経済部長                   山 川    進 

県土整備部長                   土 井  英 尚 

健康福祉部医療対策局長        細 野    浩 

健康福祉部子ども・家庭局長      鳥 井  隆 男 

環境生活部廃棄物対策局長       渡 辺  将 隆 

地域連携部スポーツ推進局長      世 古    定 

地域連携部南部地域活性化局長     森 下  幹 也 

雇用経済部観光・国際局長       加 藤  敦 央 

企 業 庁 長            小 林    潔 

病院事業庁長                   大 林    清 

会計管理者兼出納局長         中 川  弘 巳 
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教育委員会委員長           岩 崎  恭 典 

教  育  長            山 口  千代己 

 

公安委員会委員長           西 本  健 郎 

警 察 本 部 長            髙 須  一 弘 

 

代表監査委員                   福 井  信 行 

監査委員事務局長           小 林  源太郎 

 

人事委員会委員長           飯 田  俊 司 

人事委員会事務局長          速 水  恒 夫 

 

選挙管理委員会委員          髙 木  久 代 

 

労働委員会事務局長          前 嶌  卓 弥 

                                    

午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（山本 勝） おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 

○議長（山本 勝） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 付託議案の審査報告書並びに請願審査結果報告書が所管の常任委員長から

提出されました。 

 次に、意見書案第１号が提出されましたので、お手元に配付いたしました。 

 以上で報告を終わります。 
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予算決算常任委員会審査報告書 

議案番号 件          名 

１ 平成２５年度三重県一般会計補正予算（第７号） 

２ 
平成２５年度三重県流域下水道事業特別会計補正予算

（第３号） 

２０ 三重県農地中間管理事業等推進基金条例案 

本委員会において、上記の議案審査の結果、原案を可決すべきものと決

定した。 

よって、ここに報告する。 

平成26年２月21日 

三重県議会議長  山本  勝 様 

予算決算常任委員長  貝増 吉郎 

                                    

請 願 審 査 結 果 報 告 書 

（新  規  分） 

 戦略企画雇用経済常任委員会関係 

受理 

番号 
件       名 提  出  者 紹 介 議 員

審査

結果

請44 

ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉

について 

三重県津市栄町一丁目

960番地 

三重県農業協同組合中

央会 

 会長  奥野 長衛

藤 根 正 典

大久保 孝 栄

小 野 欽 市

今 井 智 広

稲 垣 昭 義

服 部 富 男

中 森 博 文

採択
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意見書案第１号 

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定交渉に関する意見書案 

 上記提出する。 

平成26年２月21日 

提 出 者 

戦略企画雇用経済常任委員長  藤田 宜三 

 

ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定交渉に関する意見書案 

 

政府は、昨年３月にＴＰＰ参加を表明して以降、各国との隔たりがある市場

アクセス、知的財産、環境、国有企業などの分野において、幾度となく協議を

行っている状況である。 

ＴＰＰ交渉では、今後も極めて厳しい交渉が続くこととなるが、妥結を急い

で容易に譲歩するべきではなく、農林水産物の関税、食の安全・安心など、国

益や聖域を守るとした衆参両院における農林水産委員会の決議を重く受け止め

た現在の交渉姿勢を堅持していく必要がある。 

また、ＴＰＰ交渉は、関連産業のみならず、国民の暮らしや命に直結する重

大な問題であることから、状況の進展に応じて、国民への十分な情報開示を行

うとともに、幅広い国民的議論を行っていくことが必要である。 

よって、本県議会は、国において、ＴＰＰ交渉を進めるにあたり、下記の事

項について適切に対応するよう強く要望する。 

記 

１ ＴＰＰ交渉において、国益・聖域を守るとした「衆参両院における農林水

産委員会の決議」の実現を図ること。 

２ ＴＰＰ交渉に関して、情報を十分に開示するとともに、国民的議論を行い

つつ、合意を得ること。 

 

以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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平成  年  月  日 

三重県議会議長  山 本   勝 

（提 出 先） 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、農林水産大臣、

経済産業大臣、外務大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

                                    

質          問 

○議長（山本 勝） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。39番 日沖正信議員。 

   〔39番 日沖正信議員登壇・拍手〕 

○39番（日沖正信） 改めて、おはようございます。今回の一般質問のトップ

バッターを預かりました、新政みえ、いなべ市・員弁郡選出の日沖正信でご

ざいます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 奇遇にも今回の一般質問では、この次に、同じ選挙区のいなべ市・員弁郡

の水谷隆議員も質問をしていただくことになっております。図ったわけでは

ございませんけれども、ぜひ今日は、いなべの日、いなべデーと呼ばせてい

ただきたいというふうに思いますし。 

   〔「しっかりせえよ」と呼ぶ者あり〕 

○39番（日沖正信） ありがとうございます。 

 ぜひいなべの薫りというものも感じていただくことができればなというふ

うに思いながら質問に入っていきたいと思いますけれども、冬季ソチオリン

ピックが17日の日程を終えまして、閉幕いたしました。本当に今回も多くの

感動と勇気を私たちにももたらしてくれまして、またスポーツというものは

すばらしいものだなというふうに思わせていただいたところでございます。

また、３月７日からはパラリンピックが始まりますけれども、日本勢の活躍、

改めて楽しみにさせていただきたいと思っております。 

 しかしながら、地元に目を向けてみますと、２月14日の大雪がございまし

た。県内の中勢及び伊賀地域に、４億4000万円という調査の数字が昨日出さ
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れておりましたけれども、甚大な農業への被害がございました。実は、三重

県で最も雪国だと言われている私どものいなべが、本当に今年は雪がないん

です。そういう状況でございますのに、県内の中南勢、また伊賀のほうでこ

ういう深刻な雪の被害が起こっているというのは、本当に不思議な思いがい

たしますけれども、これも異常気象のあらわれなんでしょうか。本当に、被

災された方々に改めて心からお見舞いを申し上げますと同時に、ぜひ県のほ

うからも、支援への取組が示されておりますけれども、どうぞよろしくお願

いを申し上げる次第でございます。 

 今回の私の質問は、少子化対策について、そして、三重県中小企業・小規

模企業振興条例に基づく取組について、そして、三つ目は土曜日の授業を推

進することについて、そして、時間の都合にもよりますけれども、時間の残

りを見ながらですけれども、東海環状自動車道の全線開通を見据えた取組に

ついてということで、四つ通告させていただいてございますので、ただいま

から質問に入らせていただきたいというふうに思います。 

 それでは、まず、少子化対策についてでございますけれども、知事は平成

26年度三重県経営方針案におきまして、「少子化の進展は、我が国の社会経

済システムや地域のあり方に大きな影響を及ぼす社会問題である。平成２年

の『1.57ショック』を契機に、国は検討を始め、現在の少子化対策に至って

いるが、我が国の少子化に歯どめがかかることなく20年以上の年月が経過し

た。今、抜本的な対策の強化を行わなければ手遅れになってしまうとの危機

感がある。」との少子化問題に対する捉え方、考え方を示されまして、県民

の方が結婚や出産、子育てに希望を持てる三重県を目指して、少子化対策を

平成26年度の重点テーマとして位置づけ、取組を推進すると表明されました。 

 そして、三重県地域少子化対策強化計画を策定されまして、子ども・思春

期、結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージごとに、働き方、機運の醸

成も含めたきめ細かな事業を駆使して、少子化問題に対して今までにない姿

勢で新年度から取り組むとされておられます。 

 当然、我々議会もこのことについては大きく関心を持つことになってまい
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りますけれども、これまではデリケートに扱われてきた少子化対策に対する

このたびの表明が、にわかに沸き起こったような印象にあることや、また、

きめ細かなたくさんの事業がありますけれども、少々懐疑的に捉えられてい

る部分もあったりして、恐らくこの後も多くの議員の方々が一般質問や委員

会の場を通して活発に意見を交わされることと思っております。私も、今日

の質問のまず初めに、新年度から重点的に取り組まれていくことになる少子

化対策について聞かせていただきたいというふうに思います。 

 先に申し上げておきますけれども、私としてもこれまでに何度か少子化の

問題を取り上げてきた経緯もありますし、常日ごろから少子化への問題意識

を人一倍持っておりますので、これからの三重県の少子化対策については、

大いにやっていただきたい、こういう立場でございます。お隣の愛知県や岐

阜県では、既に何年も前から少子化対策の必要性を明確にする条例を制定さ

れまして、条例に基づく基本計画を策定し、ライフステージごとに体系的に

取り組んでこられており、これに比較しますと三重県は、少子化対策におい

て相当遅れをとっていると言わざるを得ません。確かに三重県も、子育て支

援についてはこれまでしっかりと取り組まれてきましたけれども、子ども・

思春期、結婚などを含め、ライフステージごとの対応は明確ではありません

でした。 

 このたびの新たな三重県地域少子化対策強化計画は、他の県と比較してス

タートが後になった分、しっかりと、より充実した内容であると当局からお

聞きをしております。ぜひ力強く進めていただけるよう期待いたします。 

 そんな思いのもと、計画に基づいた取組がこれから県民の皆さんに実感し

ていただけるように願い、はばかりながら、私の提言も一部含めつつ、何点

か聞かせていただいてまいります。 

 まずは、一連の事業の中で、みえの出逢い支援事業についてであります。 

 この事業では、情報提供の仕組みづくりや、内面を引き出すための独自の

コミュニケーションツールの作成、アドバイザー派遣やコーディネートスキ

ルの向上の研修など、このような事業を行うと説明されておられます。 
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 実は私も出会いのパーティーのお手伝いを何度かさせていただいたことが

ございまして、参加者の募集の仕方からその場の雰囲気づくり、また、参加

者同士がうまくコミュニケーションを図れるための仕掛けなど、やり方につ

いてはいろいろ悩むことがございます。 

 また、今は様々な団体が関心を持っておられますので、婚活パーティーを

検討しているがノウハウをどこへ聞けばいいのかというような問い合わせも

いただいたこともございます。 

 もちろん民間の専門事業者はありますけれども、行政に気軽に相談できた

り、また、学ぶ場があったり、そういう環境があれば、地域社会にそういう

場づくりがより広がるでしょうし、結婚を望む人の願いがよりかなうような、

内容の濃い、質の高い出会いの場の提供にもつながっていくのではないかと

いうふうに思っております。私はこの事業はそのような目的の事業と解釈し

ていますけれども、改めて、この事業はどういうところ、どういう対象へ支

援を行い、どのような成果を狙っているのかお聞かせください。 

 そして、次に聞かせていただきますのは、若者の経済的な基盤の問題への

対応についてでございます。 

 県民意識調査をはじめ、様々な調査結果や有識者などの見解で既に明らか

なように、若い人たちが結婚できない一つの大きな理由として経済的な基盤

の問題があります。 

 我が国では今、雇用関係で働く人たちの４割近くが不安定な非正規労働者

であり、また、年収200万円以下のワーキングプアと言われる人たちが1100

万人に迫っているとも言われております。 

 最近では確かに有効求人倍率は上昇しておりますけれども、その増加分の

ほとんどは非正規雇用のようでございます。 

 このたびの少子化対策強化計画においても、若者が結婚し、子育てをする

ためには経済的な基盤が重要であり、安定的な雇用、正規雇用に向けた環境

づくりが求められているというふうに課題提起も明確にされておりますよう

に、少子化の問題を克服していくためには、不安定、低賃金の厳しい労働環
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境のもとで結婚や家庭を持つことにちゅうちょしてしまうような若者への対

応は不可欠であります。しかしながら、このたびの計画におきましては、こ

のような経済基盤にかかわる雇用環境への対策が、なかなか事業の中に反映

できていないように感じさせていただいております。 

 この問題に向き合う事業としては、例えば就職を勝ち取る若者人材育成事

業があろうかと思いますけれども、インターンシップなどを通じて未就職者

や非正規雇用の若者を正規雇用などの安定した環境に導けるのは、恐らくご

く一部としか思えませんし、依然、安定した職を勝ち取るということができ

ない者はどうすればいいんでしょうか。 

 現代のグローバル経済の中で企業が勝ち残っていくため、人件費の抑制を

含めた効率性の際限のない探求が続き、働く若い人たちの多くが使い捨てに

も似た不安定な環境のもとで右往左往している状態では、少子化も含めて、

国家、国民の明日への希望が失われていくばかりです。労働者の置かれてい

る近年の環境はこれまでの国の労働政策によるところも大きいわけですから、

若い人たちが将来へ希望が持てるような労働にかかわる政策を、あらゆる機

会を通して、いま一度地方からも国へ求めていっていただくことをまず要望

したいというふうに思います。 

 そして、同時に、現実としては雇用環境の改善が即時にかなうものではあ

りませんから、まずは直面する現状にどう対応していくか、しっかり向き

合った対策を検討する必要もあります。 

 例えば、やむを得ず非正規労働にあるような人たちに対しても、結婚を後

押しできるようなライフプランの提案であるとか、また、ライフステージに

おけるどこかの部分での有効な支援策が見出せないか、こういうあたりを、

方策をさらに検討すべきと考えておりますけれども、御所見をお伺いいたし

たいというふうに思います。 

 そして、また、次は目標設定と条例化についての考えを確認させていただ

きたいというふうに思います。 

 今後、三重県地域少子化対策強化計画に基づき推進される各事業につきま
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しては、その進展度、達成度の検証がなされていくことと思いますけれども、

少子化対策を総合的に推進されていく上におきましては、三重県の目指すべ

き到達目標というのは、掲げられるお考えはあるのでしょうか。 

 ここでパネルを出していただきたいんですけれども、（パネルを示す）参

考に持ってきましたが、これ、県で調査していただいたんですけれども、各

県が少子化対策の目標をつくっておるところですけれども、目標を設定して

おられる県は、大体、合計特殊出生率を目標に掲げておられます。 

 秋田県などは出生数であったり、大分県は全国トップレベルにというよう

な目標の設定の仕方にされておるようなところもあるんですけれども、他の

県ではこういうふうな目標を設定されておるところでございます。やはり、

県を挙げて取り組んでいくに当たっては、ともに共有できる目標というもの

が必要であるというふうに思います。 

 三重県は何らかの目標をつくられるのかどうか、知事のお考えを聞かせて

いただきたいというふうに思います。 

 あわせて、少子化対策に係る条例についでですが、さきにも述べましたよ

うに、他の県では少子化対策の推進を位置づけた条例を整備し、条例に基づ

く基本計画によって少子化対策に取り組まれているところもございますが、

三重県では、先に計画ができておるわけですけれども、条例を整備してこれ

から進める議論はないのか、その辺についてもお聞かせいただきたいという

ふうに思います。 

 それと、この問題の最後にもう一つお聞きしますけれども、言うまでもな

く少子化対策は、行政、企業、地域社会全てが問題を共有して実践していか

なければなりません。そして、本気で取り組むには、誰もがまず身近なとこ

ろから地道に粘り強く進めていくことが必要であります。 

 三重県は、企業で言えば大企業であり、若い世代の方々もたくさんおられ

ます。知事は、市町や地域社会に発信するだけでなく、同時に三重県という

事業所の代表者として、職員の皆さんの幸福を願いつつ、結婚したい人が結

婚でき、子どもを産みたい人が安心して産み、育てられるように、まず、職
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員に対する取組、三重県という職場における取組も進めていただかなければ

なりません。 

 今、三重県の代表者として、職員の皆さんに対応した少子化対策、新たに

考えておられることがあれば、ぜひこの機会にお示しもいただきたいという

ふうに思います。 

 以上、まずよろしくお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 私のほうから３点、目標と条例と県庁の取組について答

弁させていただきたいと思います。 

 まず、目標についてでありますけれども、本県におきましては平成26年度、

新たに子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業支援計画と、

少子化対策を含む次世代育成支援行動計画等の四つを一体化した計画を策定

することとしています。こうした計画を総合的に推進していくために到達目

標を定めてはどうかとの御意見ですが、確かにフランスでは合計特殊出生率

を政策目標とした上で制度設計を進めてきており、また、国内でも議員から

示された自治体の幾つかで合計特殊出生率を少子化対策の目標としており、

私としても少子化対策のＰＤＣＡサイクルを回していくためには、何らかの

目標設定が必要ではないかと考えています。 

 一方、合計特殊出生率を目標とすることについては、私が委員として出席

した少子化対策危機突破タスクフォースの中でも、数値目標が必要だとする

意見に対して、人口学者の方々などを中心に、合計特殊出生率を目標値にす

ることは、この率が現在の15から49歳の女性の出生率を足し上げたものであ

るにもかかわらず、個人に対してあなたは目標値に達していないからもっと

産みなさいというような意見や誤解が生まれる根底をつくるとの御意見もあ

りました。 

 今後は、県民の方が結婚や出産、子育てに希望が持てる三重を目指して、

計画の策定過程の中で、国の検討状況や様々な関係者等の御意見もいただき

ながら、数値目標の設定等の必要性も含めて検討していきたいと考えており
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ます。 

 続きまして、条例の関係でありますけれども、少子化対策に関するこれま

での議論は、まず、昨年に少子化対策の課題の整理と取組内容の検討を行い

まして、その後、計画策定というプロセスで進めることとしてきたところで

あります。あわせて、計画や条例化に関する全国的な状況などは調査いたし

ました。条例の関係で申し上げれば、本県では平成23年に三重県子ども条例

を施行していますが、現在、子育て支援や少子化対策に関する条例を制定し

ている府県は、今年度中に制定する県も含めると19府県となっています。こ

のうち、ワーク・ライフ・バランスなどの働き方に関する規定のある少子化

対策に関する条例を制定している府県は14府県となります。 

 こうした条例の制定の意義としては、まず、その過程において議会の審議

や県民が参加したオープンな議論が行われ、少子化対策に関する県民の皆さ

んの意識を高めることができるという点があります。 

 また、条例の制定により、少子化対策に関する基本姿勢が表明されること

となり、施策が一過性に終わることなく、総合的かつ計画的、継続的に進め

られることが期待されます。 

 一方で、条例の制定のみで実効ある施策が展開されるのかという課題もあ

ります。 

 このため、まずは平成26年度に策定予定の少子化対策を含めた新しい計画

づくりを優先させ、その中で、少子化対策の理念や各主体がなすべきことな

どを、様々な方の御意見を踏まえて議論を深め、整理していきたいと考えま

す。その上で、三重県子ども条例との関係もあわせて、少子化対策に関する

条例制定の意義等についても研究を進めたいと考えております。 

 続いて、三重県庁の取組でありますけれども、少子化対策については県庁

においても率先して取り組んでいく必要があることから、子どもの出生時等

における男性職員の育児関連休暇等の取得や、育児をしやすい環境づくりを

推進しています。本年度は、男性の育児休業取得率10％などを新たに各部局

長の取組目標として定めるとともに、労使協働により作成した育児参画計画
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書等の活用により、所属長・職員間の育児参画に関するコミュニケーション

を促進するなど、子育てを支え合う職場づくりについて全庁的な取組として

きたところです。 

 男性職員の育児休業取得率については、平成23年度の８人、これは7.6％

ですけれども、がこれまでの最高でありましたが、こうした取組を進めてき

たことによりまして、今年の１月末現在で過去最高の12名となり、例年ベー

スの対象者数であれば目標としていた10％を超える見込みとなるなどの成果

があらわれてきています。 

 平成26年度においては、これまでの取組に加え、職員が安心して産育休取

得及び職場復帰ができるようにするため、まず、所属長は子どもが産まれる

予定の職員と、産育休取得前、育休復帰後などの節目に面談を実施すること

を検討しています。これは、産育休を申し込むとき、とる前、復帰前、復帰

後、この４段階ですね。今までだととる前だけだったんですけど、この４段

階で節目節目に面談を実施することを検討します。これにより、職員がキャ

リアをデザインしやすくなるとともに、支え合いの雰囲気づくりに努めます。 

 また、子育て等を行う職員の仕事と家庭の両立を支援し、応援、サポート

し合う職場環境づくりに積極的に取り組んでいる管理職の姿勢を重視して評

価していく育ボスの推進を検討しているところです。 

 加えて、仕事と育児に頑張る職員を応援する風土づくりを推進するため、

職員の子どもや孫が職場を見に来る子ども参観を夏休みの時期に実施するこ

とについても検討しています。 

 今後もこうした取組を積極的に進めていくことにより、職員の仕事と家庭

の両立を応援する職場づくりを目指していきます。 

   〔山川 進雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（山川 進） 私のほうから、若者の安定的な雇用に対して御

答弁申し上げます。 

 少子化対策として、次代の担い手である若者の安定的な雇用を、行政をは

じめ多くの関係者で実現していくことは、議員御指摘のとおり重要なことだ
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と認識しております。そのような中、大卒の若者につきましては、約20％は

無職または不安定就労となっており、不安定な就業状態から抜け出せずに経

済的自立が困難であり、少子化等の社会への影響が懸念されております。 

 こうした社会情勢を踏まえ国では、非正規雇用者のうち希望する者を正規

雇用へ転換する支援や、非正規雇用者を正規雇用として就職するための支援

制度を設けておるところでございます。例えば、非正規雇用から正規雇用へ

転換を実現した企業に助成するキャリアアップ助成金、非正規雇用者を正規

雇用として就職することを促進するため、パートやアルバイト等の非正規雇

用者を試行的に雇用するトライアル雇用等の制度を設けておるところでござ

います。 

 本県では、安定した雇用の実現に向けた重点的な取組として、みえ県民力

ビジョンの働く意欲が生かせる雇用確保プロジェクトの中で、若者の未就職

や不安定な就労状況の解決のため、若年者求職等への支援を行っております。 

 具体的には、おしごと広場みえを拠点に、三重労働局等と連携し、若年者

向けの職業相談、セミナー等を開催し、非正規雇用の若者の安定就労へ支援

を行っております。また、津高等技術学校や民間職業訓練機関において、若

者の安定的な就労のため、能力開発や実践的な職業訓練に取り組んでおると

ころです。さらに、在職者向けの訓練や、厚生労働省の補助事業でございま

す戦略産業雇用創造プロジェクトを活用した産業人材育成等に取り組み、多

様な働き方に対応できる各種の能力開発支援について取り組んでおります。 

 平成26年度におきましては、これらの取組に加え、厚生労働省の地域人づ

くり事業を活用して、少子化対策として重要な就職支援に有効と考えられる

職業訓練と、企業での実地訓練、長期インターンシップでございますが、に

着目した、就職を勝ち取る若者人材育成事業を実施する予定でございます。 

 昨年度、新卒未就職者地域人材育成事業を緊急雇用の事業でやらせていた

だきましたが、60人の新卒未就職者を対象に、25日間の座学と55日間の実地

訓練、インターンシップでございますが、実施したところ、88％の就職とい

うことで、非常に内定率が高いということで、長期インターンシップについ
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ては非常に効果が高いというふうに考えております。 

 加えて、若年無業者を対象に、県内４カ所の地域若者サポートステーショ

ンにおきまして、地域人づくり事業を活用し、就労体験や自立訓練を行う若

年無業者就労支援事業を実施することにより、若者の就労支援を行ってまい

りたいと考えております。 

 今後も、三重労働局やハローワークをはじめ、教育機関など様々な機関と

も連携して、若者の安定的な雇用の実現に向けた取組を進めていくこととし

ております。 

 特に、雇用のミスマッチ解消、そして、大企業だけでなく魅力ある県内中

小企業での活躍という意味では、長期インターンシップが有効だと認識して

おり、その際、高い実習効果を得るために、大学の約７割、企業の約６割が

１カ月以上の長期インターンシップを必要としている調査結果もございます

ので、私どもとしては今後、長期インターンシップを十分企業に浸透してい

きたいというふうに考えております。 

 そのことから、中小企業の実施がなかなか浸透しておりませんので、今後、

産学官で長期インターンシップの促進に向けた新たな仕組みづくりを検討し

ていきたいと考えております。 

 また、若者の使い捨てが疑われる企業に対して昨年９月、厚生労働省が集

中的に監督指導を実施したところ、全体の82％の事業場で何らかの労働基準

関係法令違反があり、厚生労働省が是正勧告等を行ったところですが、県と

いたしましても、三重労働局と連携し、働く人が活躍しやすい職場環境づく

りの啓発に協力していきたいと考えております。 

 なお、このような取組を踏まえ、国に対しても地方の実情をしっかりと伝

え、必要に応じて国への政策提言を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔鳥井隆男健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（鳥井隆男） 私のほうからは、みえの出逢い

支援事業と、非正規雇用の方へのライフプランの提案についてお答えをさせ
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ていただきます。 

 みえの出逢い支援事業につきましては、県内で結婚への支援に取り組んで

いる市町や商工会議所、ＮＰＯ等に聞きましたところ、参加者を集めるのに

苦労しているとか、参加者は地元イベントには参加しにくい、あるいは、結

婚に向けては参加者のコミュニケーション力や外見を磨く必要があるなどの

意見をいただき、県に期待する支援は情報発信や参加者支援であると声が寄

せられております。このようなニーズを受け、県としては、補完的、広域的

な機能を発揮し、市町などの事業が効果的に進むよう、みえの出逢い支援事

業に取り組むことといたしました。 

 具体的には、市町や商工会議所などの職員を対象として、コーディネート

スキルの向上を目的とした研修会を開催すること、あわせて、個別の課題に

対して相談やアドバイスのできる専門的な知識を持ったアドバイザーの派遣

を市町や商工会議所に行うこと、また、結婚を望む方のコミュニケーション

能力を磨き、会話のきっかけづくりを支援するためのコミュニケーション

ツールを作成し、普及すること、さらに、みえの出逢いサポートセンター、

仮称でございますけれども、これを設置して、市町などが行う結婚支援に関

する取組の情報発信を一元化することとしております。 

 こうしたみえの出逢い支援事業は、県が直接結婚を望む方への支援を行う

のではなく、市町等が行う出会い創出等への支援であること、あわせて、決

して結婚という価値観を押しつけるものではなく、結婚したい人が最初の一

歩を踏み出すための、また、アクションを起こしていながら、なかなか希望

をかなえることができない人を間接的に支援するための取組と考えておりま

す。 

 今後、市町をはじめとする地域の方々と連携して、県内で広域的に出会い

の場が提供され、参加者のコミュニケーションレベルの向上が図られるとい

うことを一つの目標と定め、結婚したい人が結婚できる三重づくりを進めて

いきたいと考えております。 

 次に、非正規雇用の方へのライフプランの提案でございますけれども、平
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成25年度の厚生労働白書によると、非正規で働く30歳から34歳の男性の既婚

率は28.5％、正社員の場合は59.3％と大幅に差がございます。若い世代で、

年収300万円以下で既婚率が10％に満たないというような現状もございます。 

 また、結婚相手に望む条件については、女性では経済力を重視する割合が

高く、男性においても結婚相手の経済力を考慮する割合が増加しております。 

 このため、安定した雇用を求める方に対する取組を進めるということは非

常に大切だと考えておりまして、先ほど雇用経済部長が答弁した部分につい

てはそのとおりでございますが、一方で、非正規で働く方へのライフプラン

の提案についてでございますけれども、個人のライフプランに関する考え方

は様々でございます。非正規雇用であっても結婚している方や子どもを持っ

ている方もあれば、正規雇用の方であって結婚しない方や子どもを持たない

方など様々でございます。 

 今後、産業界や市町、地域のＮＰＯなどと連携して、様々な働き方やライ

フスタイルに応じて、結婚や出産、子育てをしたいと希望する方の願いをか

なえるためにはどうすればよいのかについて、三重県少子化対策推進県民会

議、これも仮称でございますけれども、その場で研究していきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

   〔39番 日沖正信議員登壇〕 

○39番（日沖正信） それぞれ大変丁寧に細かく御答弁をいただきましてあり

がとうございました。 

 ぜひ、御答弁いただいたように、方策をもって効果を確かに上げていって

いただきたいなというふうに思います。 

 いろいろ議論をもう少しさせていただきたかったんですけれども、この質

問で半分以上の時間が経過してきておりますので、ぜひ今後に期待をさせて

いただくとして、一つだけ、御答弁の中からもう一度聞かせていただきたい

と思うんですけれども、目標設定については新しい計画を優先させて、その

後また検討していくようなふうに捉えさせていただきましたけれども、私も
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少子化危機突破タスクフォースのやりとりの中で、出生率を設定するのだけ

はやめてほしいという委員の御意見もあったように伺っておりますし、確か

にその辺はデリケートなことだと思いますので、例えば、提案なんですけれ

ども、どこかの県であったように出生数を用いるとか、例えば三重県の次世

代を担う人口を維持していくとか、もっとソフトに考えるならば、子を産み、

育むことにより、幸福を実感している県民の数とか、いろいろがあると思う

んですけれども、ぜひ、やっぱり共有できる、しっかり進めたい目標は設定

していただきたいというふうに思っております。 

 そこのところだけ、もう一度簡潔に、何か述べていただけることがありま

したらよろしくお願いいたしたいと思います。 

○知事（鈴木英敬） 私も議員御指摘のとおり、やはり施策のＰＤＣＡサイク

ルを回すためには目標設定が必要だと思っておりますので、議員の御指摘の

今の御提案も参考に、しっかり検討していきたいと思います。 

   〔39番 日沖正信議員登壇〕 

○39番（日沖正信） ありがとうございました。ぜひそういう方向でお進みい

ただきますようによろしくお願いいたしたいというふうに思います。 

 時間が大分過ぎてきております。次の質問に入らせていただいてまいりた

いと思います。 

 二つ目は、三重県中小企業・小規模企業振興条例案に基づく取組について

お聞きしたいというふうに思います。 

 中小企業、小規模企業は、地域の雇用を支えるのみならず、その多くは地

域社会の中で共存し、あらゆる場面で地域社会を支える核としての役割を

担っていただいており、ぜひこの条例に基づいた取組によって、中小企業並

びに、特に小規模企業の方々に、さらに元気になっていただけたらと我々も

願っているところでございます。この条例案については既に議会の常任委員

会におかれて特に熱心に議論を重ねていただいてきましたし、県民目線に

立った議会側の提言も真摯に織り込んでいただいている経緯もございますの

で可決されるべきものと思っておりますけれども、条例が施行されたならば、
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我が会派の中村進一議員の代表質問でもあったように、ぜひ実効あるもの、

そして、県内の多くの企業にそれを実感していただけるように取り組んでい

ただかなければなりません。 

 そのように願いつつ、この条例に基づく取り組み方や考え方について質問

をいたします。 

 まずは、中小企業、小規模企業に対する各種相談体制の充実強化のため、

この条例に基づいて設置するとされている各相談窓口についてであります。 

 条例の趣旨に基づきまして、県は小規模企業に対する支援として、経営不

振や担い手不足に直面する小規模企業や、情報を得ることが難しい小規模企

業に対する新たな相談窓口を設置し、きめ細かい支援体制を構築していくと

のことでありますし、また、中小企業、小規模企業が抱える金融取引の悩み

や事業再生に関しての金融相談窓口の充実、そして、創業及び第二創業の促

進に関しても相談窓口の新たな設置、さらに、事業承継に関する相談体制も

新たに構築するなど、各課題に対応すべく相談体制の強化に取り組む考えを

示しておられます。限られた環境の中で、また、専門知識も持ち得にくい中

小企業、小規模企業にとっての頼れる存在として、相談窓口が確かな機能を

果たしてくださることを期待するものでございます。 

 そこでお聞きしますけれども、このたび示されている各相談窓口の設置に

よって相談体制の充実がどのように図られるのか、今でも、金融、経営、創

業など、産業支援センターにおいてワンストップサービスでの相談支援に取

り組まれているところですが、さらに充実した体制とはどんなものか、例え

ば地域ごとの体制を構築するという考えなどもあるのか、聞かせていただき

たいというふうに思います。 

 また、条例は４月から施行されることとなりますけれども、施行に合わせ

た設置並びに業務のスタートができるのか、見通しもあわせてお聞きしたい

というふうに思います。 

 次に、本条例に沿った施策、事業を展開していく上での関係団体への支援

の考え方についてお聞きをしたいと思います。本条例に基づいて施策や事業
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を遂行していくためには、商工会や商工会議所に、相談や指導業務も含めて、

様々な場面で連携協力を求めていかれることになると思いますけれども、そ

のほとんどが小規模、零細企業で構成される商工会は、社会情勢の変化のみ

ならず、近年の支援費補助金の激減や相次ぐ商工会の合併による影響で、職

員数や運営面など、全体的な規模の減少が顕著に見られるところであり、本

条例に沿った役割を担っていただくためには、経営指導員など、マンパワー

の再確保も含めた体制充実のための支援が不可欠ではないかというふうに思

われます。 

 ここでパネルをお示しいただきたいんですけれども、（パネルを示す）

ちょっと参考にごらんください。これは商工会の小規模事業支援費補助金が

減ってきておるという表なんですけれども、全国的に減っている率が、これ

平成15年と23年の対比の表ですけれども、三重県は全国で44番目、これぐら

い順位としては削減されてきておるということでございますし、もう一枚お

示しいただけますか、（パネルを示す）これは商工会の正規職員数の変化と

いうことで、平成16年と25年を比較した数字なんですけれども、商工会の全

職員、237名が123名に、平成25年では減っていると、こういう現状でござい

ます。経営指導員の数も同様に、85名が44名でございます。参考に、私ども

地元の北勢地域のほうもつけさせていただいておりますけれども、こういう

実態になっておるということでございまして、ぜひ、この条例の趣旨にのっ

とって、商工会などと連携して取り組んでいくについては、改めて経営指導

員のマンパワーの確保も図りながら、もう一度商工会の体力を復活していく

というか、つけていくべく、支援は不可欠ではないかというふうに考えてお

ります。条例の中でも一部、その経営指導員の指導であるとか必要な財政措

置については考えていくというような条文の内容もございますけれども、そ

の辺も兼ねながら、そのところをどう考えておられるのか、お聞かせをいた

だきたいというふうに思います。 

 それと、また、もう一つあわせてなんですけれども、都市部の、特に商工

会議所の管内のところでは、小規模企業は７割方が商工会議所には属されて
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いないんじゃないかというふうなお話を聞いたりもいたします。やっぱり関

係団体を通して、いろんな情報であるとか、また、指導であるとか、媒体に

なっていただいて行き渡っていくことが多いかと思うんですけれども、その

辺、関係団体に所属されない、特に小規模企業の方々がどのように、この条

例に係る情報の伝達とか条例にのっとったサービスを享受されていくのかと

いうところを、対応策を改めて聞かせていただきたいというふうに思います。 

 以上、３点あるんですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 勝） 答弁は簡潔にお願いします。 

   〔山川 進雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（山川 進） 私のほうから３点、順次。 

 まず、相談窓口の設置でございますが、議員御指摘のように、現在、産業

支援センターではワンストップ窓口ということで対応しておりますが、少

子・高齢化とか国内需要の減少、国際競争の激化など、小規模企業等を取り

巻く状況が大きく変化をしておりまして、その抱える課題も複雑化、高度化

する中で、既存の相談窓口では必ずしも十分に対応できていない現状にある

と認識しております。 

 このため、小規模企業等が抱える多種多様な課題に、相談に対応できる専

門家を配置した総合的な相談窓口であるよろず支援拠点を、国の事業を活用

して公益財団法人三重県産業支援センターに新たに設置することを考えてお

ります。 

 その支援内容としては、販路拡大支援とか起業・創業支援、金融支援、労

務支援、経営支援などをきめ細かく行っていきたいと考えております。具体

的には、販路に行き詰まっている商品の販路開拓であるとか、金融機関への

借り入れ申し込みのための事業計画とか、説明資料の作成とか、就業規則の

整備とか、第二創業に係る税制等の法的手続など、企業者とともにそういっ

た相談に対応していきたいと考えております。 

 また、よろず支援拠点は、商工団体などと連携して、地域を巡回して相談

会や相談後のアフターフォローを行っていきたいと考えております。 
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 さらに、地域やコミュニティーを支えているものの、後継者難に陥ってい

る小規模企業に対しては、事業承継に係る相談窓口を新たに設置し、きめ細

かい支援体制を構築するため、国が平成26年度に全国で試験的に行っている、

現在の10カ所から増やすことを検討しております事業引継ぎ支援センターに、

本県の条例の趣旨を説明いたしまして、行おうとしている内容を採択してい

ただけるよう、現在、精力的に要望しておるところでございます。具体的に

は、小規模企業者等に対する事業承継支援体制を強化し、地域で跡継ぎ探し

に困っている県内事業者への相談対応、起業したい人を県内外から発掘し、

県内事業者とのマッチングの場を提供するなどの機能を有する事業引継ぎ支

援センターを設置していきたいと考えております。 

 議員の御指摘のように、４月、すぐできるかということでございますが、

国にしっかりと要望をしながら、できるだけ早く設置できるよう取り組んで

いきたいと考えております。 

 それと、商工団体等の支援でございますが、今回の条例を具現化していく

には、議員御指摘のように、商工会、商工会議所の経営指導員とか、いろん

な団体と連携していく必要があると考えております。現在、県内の90％を占

める小規模企業の支援に取り組んでいるということで、経営指導員等のお力

をかりていくことも不可欠だと考えております。現在、経営指導員に係る経

費などにつきましては、議員御指摘のように小規模事業等支援事業費補助金

として支援しておりましたが、今後、条例の制定の趣旨を踏まえまして、今

までは県内一律の事業算定でおりましたが、地域特性に配慮し、商工団体の

方の御意見を聞いて、使い勝手のよい補助金となるよう改善してまいりたい

と考えております。 

 これら商工団体の基盤的な支援に加えまして、例えば商工団体が地域の小

規模企業と連携して、自らの地域特性を生かして取り組む事業につきまして、

地域特性活用促進事業費補助金などで支援をしていきたいと考えております。 

 このような事業に加えまして、経営指導員等が直面する経営相談上の課題

に対応するため、経営指導員等が集まる自主的な研究会などに専門家を派遣
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し、経営指導員などのレベルアップに対しても支援していきたいと考えてお

ります。 

 今後、条例に基づきまして、商工団体との一層の連携強化を図っていく取

組の一つとして、小規模企業などの経営の安定向上への取組がございます。

この取組につきましては、日ごろから小規模企業の実情を把握している商工

会、商工会議所の経営指導員等と緊密に連携して、企業と対話しながら支援

に取り組んでまいりたいと考えております。その際、県におきましても、県

内５地域に現場の課題解決に精通した退職人材を配置するとともに、エリア

担当の県の職員も、県庁内に配置をいたしまして、商工団体の皆様と一緒に

汗を流して小規模企業の支援に取り組んでまいりたいと考えております。 

 もう１点、関係団体に属さない企業への対応でございますが、県内の商工

会、商工会議所における小規模企業の加入率につきましては、平成24年３月

時点の推計で商工会63％、商工会議所約46％であり、商工会と商工会議所を

合わせた小規模企業加入率は約51％となっております。当然のことながら、

県といたしましては、商工会、商工会議所に加入していない県内の小規模企

業の方々も支援の対象であると十分認識しておりますので、これら小規模企

業の方々に対しては、条例の趣旨や支援策を周知するため、キャラバン隊の

設置や、県民の理解と協力を図るための仕組みについて検討いたしまして、

幅広い小規模企業に対する周知に取り組んでまいります。 

 加えて、条例の概要パンフレットを作成いたしまして、地域での説明会の

実施、県のホームページでの公表、公益財団法人三重県産業支援センターが

発行いたしますメールマガジンや情報誌への掲載などに取り組んでいくとと

もに、県内金融機関の協力のもと、条例の趣旨や支援制度の普及を図ってい

きたいと考えております。 

 こうした周知を通じまして、商工会関係団体とのネットワークを持たない

小規模企業の方々から、実際に経営相談や支援策の活用などの支援ニーズが

あった場合には、県内の幅広い関係機関が連携して対応していきたいと考え

ております。 
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 具体的には、日ごろ幅広い小規模企業の方々と接しております金融機関、

税理士、公認会計士等の中で、国が専門性の高い支援を行う機関として認定

した認定支援機関というのがございます。県内に約543機関ございますので、

県、市町、公益財団法人三重県産業支援センターとあわせまして、これら認

定支援機関が連携体を形成していくことで。 

○議長（山本 勝） 答弁は簡潔にお願いします。 

○雇用経済部長（山川 進） 商工関係団体とのネットワークを持たない小規

模企業の方々に対してもしっかりと支援できる体制を構築していきたいと考

えております。 

   〔39番 日沖正信議員登壇〕 

○39番（日沖正信） 御答弁いただきありがとうございました。 

 相談窓口などの設置による相談体制の充実、また、きめ細かに新たな相談

についても始めていただくということも含めながら充実していくという話を

いただいたわけですけれども、とにかくそこまでしっかりと準備をしていこ

うというところでございますのに、条例の施行を控えていつそれができるか

わからないというスケジュール的な部分がいかがかなというふうに思います

ので、ぜひ早く体制をつくっていただきたいというふうに思いますのと、で

きましたら、地域巡回というのも考えていただいておるというふうに言われ

ましたけれども、これが、協議会は単位を５ブロックの単位で設置していか

れるというふうにお聞きしておりますけれども、もう少し、これまでと同様

に三重県産業支援センターでということになりますとなかなか伺いにくいと

いうような部分もあるかわかりませんので、三重県も広いので、その辺、何

か、もうちょっと気軽に、小規模、零細企業の方々などでも気軽に相談に行

けるような環境づくりをしていただければなというふうに思っております。 

 それと、商工会、商工会議所などへのマンパワーを含めた支援でございま

すけれども、特に商工会の例を挙げてお示ししましたけれども、やっぱりな

かなか最近の縮小傾向の中で新たな人の雇用というのがされていないもので

すから、職員も高齢化しておるという悩みもあるようでございまして、ぜひ、
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こういう条例の趣旨に沿った取組を進めていくに当たっては、これからの時

代を担っていく、やっぱり関係団体にマンパワーも必要なので、その分、補

助のあり方を考えていくんだというお話もございましたけれども、やっぱり

しっかりと、お金をいただければということじゃないですけれども、必要な

ところはお互いに話し合いながら支援していっていただきたいなというふう

に思っております。 

 もう時間が迫っておりますので、これ、要望にさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、三つ目の質問に入らせていただきたいと思いますけれども、次

は土曜日の授業を推進することについてということでございます。 

 学校教育法の施行規則の改正によりまして休日の土曜日を授業に活用でき

ることがより明確にされまして、土曜日の授業が奨励されているようであり

ますけれども、三重県でも新たに平成26年度で土曜日等の教育活動推進事業

を設けて、市町の意見も見据えながら小・中学校で推進されようとしておら

れます。この事業は、教育課程に基づくいわゆる授業を土曜日に行うことに

ついての支援をすること、それと、また、土曜日を活用した地域における学

習や体験活動などに対して支援をすることの二つの内容を含んだ事業との説

明をいただいておるところでございます。 

 県教育委員会は、義務教育の小・中学校についてはあくまでも市町の自主

的判断としながらも、その動向を見据えつつ、土曜授業の導入を奨励してお

られるようでございまして、現実には月１回なり２回なりの土曜授業導入に

ついて、市町との間で検討がなされてきておられるように聞いております。 

 しかし、このことについては、これまで奨励されてきたゆとり教育の中で

授業は週５日制が定着している中、にわかに月１回から２回程度の土曜日を

活用してどれほどの効果があるのか疑問に思う意見も一方で聞かれるところ

でもあり、改めてこの授業を推進されるに当たって伺いたいというふうに思

います。 

 まず、一つは、土曜日等の教育活動推進事業について、県教育委員会とし
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てはどういう効果を期待して奨励推進をされようとしておられるのか、改め

てお考えを聞かせていただきたいというふうに思います。 

 それと、また、土曜日の授業を推進していくに当たっては、事前になかな

か難しい課題も幾つかあるように現場からもお聞きをしておるところでござ

いまして、一つは、できるだけ、それぞれ地域なり学校なりで、裁量でとか

独自性でとかいいましても、やはり現場としては三重県内はどこの学校で

あっても同じような環境に統一されたいという思いがあるようでございます

ので、どうも県教育委員会のほうがその調整役を担っていただいておるとい

うことを聞いております。なかなかこれがまとめるのが難しいというふうに

お聞きしておりますけれども、このあたり、できるだけ現場の思いに沿って

統一されるように取り計らっていただきたいというのがございますし、また、

もう一つは現実の問題として、学校現場に教育課程上の授業を導入するとい

うことになりますと、教職員に対するその分の振替休日の確保が不可欠とな

ります。しかしながら、多忙をきわめる現場の実態の中で、果たして振替休

日が本当にとれるのかという問題がございます。特に、教職員の心身にわた

る健康及び福祉の増進などのために策定された、教職員の総勤務時間の縮減

に係る指針というのがありますけれども、これをどうすればいいのかという

はっきりした策が見出せていない現状であるというふうにもお聞きしている

中で、土曜授業を導入して本当に振替の休日が確保できるのか懸念されます

ので、この辺、確かな整理を聞かせていただきたいというふうに思います。 

 また、多くの児童・生徒は、今は、地域のスポーツ少年団であるとか、

様々な文化活動であるとか、休日に活動される団体に所属して過ごしておら

れますので、その辺の調整というのも必要となってくると思いますけれども、

その辺の調整もなされているのか、含めて３点ほどのポイントになりますけ

れども、聞かせていただきたいというふうに思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 土曜日等の教育活動と、教育課程における土曜日の
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授業について御質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。 

 土曜日等の教育活動推進事業は、２本の事業で構成されております。 

 １点目の土曜授業推進事業では、平成26年度から実施する土曜日の授業を

推進するため、土曜日の授業についての研究を市町教育委員会へ委託し、効

果的なカリキュラムの開発、外部人材等の活用を支援するとともに、その成

果の普及を図ります。 

 また、２点目の地域による土曜日等の教育支援事業では、市町教育委員会

が行う、土曜日等における課外活動を含めた教育活動を支援するため、大学

生や教員経験者、地域住民等による知識、技能を活用した活動に補助を行う

ものでございます。 

 これらの事業を進めることで、土曜日等を有効に活用し、地域において、

学校、家庭、地域住民が連携して、学習やスポーツ、体験活動などの様々な

活動を実施でき、子どもたちの豊かな学びにつながるものと考えております。 

 ２点目の教育課程に基づく土曜日の授業についてお答え申し上げます。 

 現在、学校週５日制のもとで、学校、家庭、地域が連携し、子どもたちに

生きる力を育むことを目指して、各地域で様々な取組が行われております。 

 一方、平成19年度から実施されています全国学力・学習状況調査の結果か

ら、本県の子どもたちには、学力や生活・学習習慣、土曜日、日曜日の過ご

し方に課題があることが明らかになっております。このような中、昨年11月、

議員からも指摘がありましたが、学校教育法施行規則が改正され、公立学校

において、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場

合には、土曜日等に授業が実施できることが明確になりました。 

 県教育委員会では、市町教育委員会から土曜日の授業についての調整依頼

を受け、昨年９月から土曜日の授業の実施について、市町教育委員会と協議

を重ねてまいりました。並行いたしまして、市長会、町村会、県ＰＴＡ連合

会、小中学校長会、社会教育団体、スポーツ団体等への趣旨説明や、職員団

体等との協議を重ねてまいりました。 

 その結果、県教育委員会の方向性といたしましては、土曜日の授業の内容
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については、家庭、地域住民、大学、企業等との連携による授業。 

○議長（山本 勝） 答弁は簡潔にお願いします。 

○教育長（山口千代己） 家庭、地域住民等との公開授業などとし、実施回数

は月１回程度が適当とした上で、実施に当たっての留意点を、児童・生徒や

家庭の実態把握、児童・生徒の負担等への配慮、家庭、地域住民、関係団体

等への理解、地域行事等との調整、教職員の勤務体制への配慮及び勤務の取

り扱いなどとしております。 

 なお、実施につきましては、実施環境が整った市町教育委員会、学校にお

いて、平成26年４月から試行していただきたいと考えております。 

 県教育委員会といたしましては、土曜日の授業は、家庭での学習が何らか

の理由で困難な子どもたちへの学習機会を保障する取組でもあると考えてお

り、全ての子どもたちを対象とした教育環境が一層充実されるよう、市町教

育委員会と連携して取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

   〔39番 日沖正信議員登壇〕 

○39番（日沖正信） 御答弁ありがとうございました。 

 まだ少し聞きたいところもありますが、もう時間があと２分になりました。 

 確かに基本は市町の教育委員会ということになるんでしょうけれども、や

はり県内、できるだけ統一した形で環境を整えていただくことというのは必

要やと思いますし、また、何度も申し上げますけれども、本当に多忙な教育

現場の中で土曜の授業をもし取り入れるということになれば、やはり職員の

モチベーションを保つ環境づくりというのももちろん不可欠でございますの

で、その辺、きちっと整理もいただいて、できるだけ最善の環境を整えて、

申された意義あることに向かっていかれるのであればきちっと環境を整えて

いただきますように改めて要望させていただいて、この質問に対しては終わ

らせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 もう１分になりましたけれども、最後、時間がやはり足りませんでしたけ

れども、いよいよ、パネルも見ていただけるかわかりませんけど、（パネル
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を示す）東海環状自動車道が今、建設が進んでおります。 

 続いて見ていただけますかね。（パネルを示す）これが、平成27年に供用

開始となる東員インターチェンジの現状でございます。 

 そして、これから岐阜のほうへつながっていく、（パネルを示す）これ、

今、いなべ市内で、上に道路が通る、下の橋脚の下部工の部分がどんどん進

んでおりますけれども、もう質問できませんけれども、東海環状自動車道の

全線開通がもう６年後に迫ってまいりました。三重県としても名古屋を中心

とした大経済圏のリンクに入っていく大転換の機会をぜひ捉えていただいて、

県土の発展、また、地域振興、特に企業誘致を含めて、早くから取り組んで

いっていただきたい、戦略を持って取り組んでいっていただきたい。こうい

うことを、今日のこの機会に、最後に要望を添えさせていただきまして、今

日の質問を終結させていただきます。どうもありがとうございました。（拍

手） 

○議長（山本 勝） 38番 水谷隆議員。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇・拍手〕 

○38番（水谷 隆） どうも、皆さんこんにちは。いなべ市・員弁郡の２番手

の水谷でございます。 

 日沖議員が非常に熱弁で、少し時間がなかったようですけれども、私は十

分に時間がありますので、少し差し上げたいなと思いましたけれども、先ほ

ど、最終の東海環状自動車道、本当に強い思いが我々はあるわけですけれど

も、私がかわりに質問でもしたいなというふうに思っております。 

 先ほども日沖議員からも出ていましたけれども、ソチオリンピックが終

わって、今度、来月７日からかな、パラリンピックが始まるということでご

ざいますけれども、そういった点につきまして少し後で質問もさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 日沖議員はいなべの風を吹かすと、こういうことでございまして、先ほど

ちょっと外を見てきましたら、津では大分風がありました。私もいなべの１

人としてしっかりと質問をさせていただきますので、どうぞ、議長の許しを
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得ましたので今から質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、初めに、中小企業、小規模企業の振興、これはいろいろ中間案を見

せていただいたわけですけれども、なかなか理解できない点も少しありまし

たので、そういったことにつきまして、私のほうからは少し質問をさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 先日の21日の代表質問におきまして、我が会派の永田代表から、知事の条

例制定への、かける思い、熱い思いというものをお伺いさせていただいたわ

けでございますけれども、県内の地域社会を形成し、安定をもたらしている

中小企業、小規模企業の存在を地域社会の主役と認識いただいた上で、外か

らの変化に弱く、時には不公平な取引を強いられるような弱い立場にある中

小企業、小規模企業と同じ立場に立って、県をはじめ関係機関がともに寄り

添っていただいているという思いを感じたわけでございます。これは、中小

企業、そして小規模企業を三重県の財産とも言うべき存在として認識してい

ただいているというふうに思っておりますし、また、そういった意味では、

県内の中小企業や小規模企業の皆さんにとって大変温かい条例になったので

はないかなという思いがいたします。 

 そして、先日は中村進一議員が代表質問で、そして、先ほどは日沖議員の

ほうからも、この条例を踏まえて、中小企業、小規模企業の振興について具

体的な取組方向の質問がございました。私のほうからは、私が現場の方々か

ら直接いろいろお聞きしたお声を踏まえて２点ほど質問をさせていただきた

いというふうに思います。 

 一つ目は、条例の第16条にございます三重県版の経営向上計画についてで

あります。 

 私は現場で、中小企業や小規模企業の経営者の方々からよく次のようなお

声をお聞きするわけでございます。日々の業務に追われ、経営の改善に取り

組む気力がない。このままではだめだと思うが、何をしたらいいのかわから

ない。さらには、既存の経営革新計画に応募したが、資料作成にとても時間

がかかり、難しいと。そして、最終的にはコンサルに頼むといった状況であ
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ると。時々制度を紹介されるけれども、余りメリットを感じないと。 

 いろいろな生の声をお聞きするわけでございますけれども、このような声

を踏まえますと、現在、国、中小企業庁の中小企業新事業活動促進法に基づ

く経営革新計画が求めるレベルと現場のレベルとが少し乖離しているという

ふうに思えるわけでございます。 

 そもそも国の経営革新計画とは、一つ、自社の現状や課題を見きわめたい、

二つ目に、自社の業績をアップしたい、三つ目は、自社の経営の向上を図り

たいといった経営者等の思いを達成させる支援策、要するに武器であるとい

うことなんですね。自社の経営を向上させていくに当たっては、まずもって

自社の現状や課題を見きわめることと。これは、経営者にとって大きな取組

であるというふうに思います。そして、この見きわめを、業績のアップや経

営の向上、さらには新たな事業展開などにつなげていくことができればすば

らしいことではないでしょうか。 

 しかし、この支援策、武器を使うためには、県へ経営革新計画を申請し、

承認を受ける必要があるわけでございます。３年から５年の計画期間で付加

価値額というものが９％から15％伸びることが目標であると。あるいは、経

常利益が３％から５％伸びることが目標と。そして、新商品、新サービスの

開発など、新たな事業活動に挑戦することが必要となっておるわけでありま

す。 

 これまでお聞きになって、いかがでございましょうか。一般的な中小企業、

特に小規模企業の大半の経営者は、付加価値額や経常利益が云々と言われた

段階で、やっぱり難しいなと、もういいやというようなことになるのではな

いでしょうか。また、その申請書類たるものは10ページを超えるものであっ

て、資金計画や設備投資など細かい数値が必要とされることに加え、具体的

な取組として、新規性、市場性、販売戦略、社会性、さらには関連する法律

等まで検討、記載することを求められています。 

 どうでしょうか。町工場の経営者、小さい飲食店の経営者などにとっては

大変ハードルの高い要求であります。まず、これに挑戦しようとする気持ち
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がなくなるのではないかなと思います。 

 また、このようなハードルを越え、何とか承認を受けたとしても、具体的

な支援策に少し乏しいようにも思えます。実際には、信用保証の特例、例え

ば通常２億円限度というものが倍の４億円保証に加え、若干低金利の融資が

活用できる程度ではないかなというふうに思います。経営革新計画を作成す

るまでもなく、これらの支援策はある程度活用できるのではないでしょうか。 

 そして、先ほど現場の声を御披露いたしましたけれども、日々頑張ってき

たけど気力がなくなっている経営者の方々を温かく支えていく制度、仕組み

になっていないのではないかなというふうに思っております。私は、どのよ

うな小さな企業においても、大変ではありますが、常に経営を向上していこ

うとする気持ち、取組は大切なことだというふうに思います。 

 しかし、中小企業、そして小規模企業には様々なレベルがあると思います。

疲弊し気力を失っている経営者や、気持ちはあるが現状や課題がわからない

経営者、そして、経営の向上に取り組んでみたいが書類作成に煩わしさを感

じる経営者、自社の経営向上プランにさらなるメリット、支援策を求める経

営者など様々ではないでしょうか。 

 今議会に提案されている条例案に基づいて検討を進めておられる三重県版

経営向上計画とはどのようなものでしょうか。私が現場でお聞きしたような

経営者の方々の声なども反映されていることを期待したいわけでございます。 

 そこで、お伺いをいたしたいと思います。三重県中小企業・小規模企業振

興条例の一番の特徴でもあろうかと思いますけれども、三重県版経営向上計

画とはどのような制度なのか、また、その制度を活用してどのような支援を

行っていくのかをお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

 そして、二つ目には、条例の第18条にあります資金供給の円滑化について

お伺いをしたいと思います。 

 さて、三重県版経営向上計画などで経営の向上プランに経営者の方々が取

り組もうとする際も、やはり具体的に求められる支援策は金融支援ではない
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でしょうか。中小企業、そして小規模企業にとって、やはり資金調達は経営

上の大きな課題であります。特に、財政面が脆弱で信用力の弱い小規模企業

の資金調達は大変なものであると思います。毎月の資金繰り、特に現金の確

保に追われている、あるいは、設備が老朽化してきているが、信用力がない

ため資金調達ができない、そして、新たな取組をしたいが、不動産担保がな

いため資金調達ができない、また、過去債務があり、新たな挑戦をしように

も資金調達がなかなかできないなど、現場からは、常に資金調達の難しさを

お聞きするわけでございます。もちろん、円滑な資金供給を受けておられる

中小企業の方々もおみえではありますけれども、しかし、私がお聞きする中

小企業や小規模企業の多くは資金調達に御苦労をされており、常に円滑な資

金供給を求めておられます。 

 そのような中、県におかれては、金融機関、信用保証協会などの協力を得

て融資制度を設け、利子補給や保証料補助などの支援を行い、利用者負担の

軽減などを図っておられることは承知しておりますけれども、例えば、今後

条例の制定を踏まえ、さらに県の融資制度の使い勝手の向上なども努めてい

かれることと思います。 

 そこで、お伺いをいたします。中小企業、小規模企業に対して資金の円滑

な供給を図っていくため、どのような取組を行っていくのかをお伺いしたい

と思います。 

 以上２点、よろしくお願いいたします。 

   〔山川 進雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（山川 進） 私のほうから２点、向上計画と、それから金融

制度ということでございます。 

 議員御指摘のように、中小企業、小規模企業は、経営課題を多く抱えてい

るにもかかわらず、やはり現状が把握できていなかったり、課題に気づいて

いてもなかなか具現化できなかったりすることが多いため、課題解決に結び

つかないことから、それらを明確にして的確に対応することが必要と考えて

おります。 
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 現在、中小企業、小規模企業の新たな事業活動に対する支援策といたしま

して、議員御指摘のように国の経営革新計画承認制度がありますが、中小企

業、特に小規模企業にとっては計画の策定が難しく、取り組みにくいという

声を聞いております。 

 そこで、中小企業、小規模企業の挑戦を後押しするだけではなく、意欲を

引き出すため、県独自の三重県版経営向上計画の認定制度を創設したいと考

えております。この計画は、経営課題の抽出、発見、その解決に向けた取組、

さらには事業展開などについても想定をしており、多様な中小企業、小規模

企業が取り組みやすいように計画をワン、ツー、スリーの３段階とし、それ

ぞれの段階に応じて認定を行いたいと考えております。 

 企業の経営向上計画の作成、実行に向けては、なかなか中小企業、小規模

企業の方お一人で考えにくいということもございますので、現場の課題に精

通をいたしました退職人材等６名を公益財団法人三重県産業支援センターに

配置いたしまして、そのうち１名を統括役とし、残り５名につきましては地

域のインストラクターといたしまして、５地域ぐらいの商工会議所とか商工

会なんかと連携するということで、地域担当というふうにさせていただきた

いと考えております。 

 日ごろから、地域の中小企業、小規模企業の実情を把握している商工会、

商工会議所などの経営指導員と緊密に連携をいたしまして、企業と対話しな

がらステップごとに支援をしてまいりたいと考えております。 

 ステップワンでは、企業と対話しながら課題を把握、整理いたしまして、

分析して計画づくりを支援したいと思っています。具体的には、多くの企業

は先ほども議員御指摘のように経営上の問題点を感じているんだが、それを

課題として明確になかなか認識することが困難だということも聞いておりま

すので、地域のインストラクターが経営指導員と直接企業の現場に入り、必

要に応じて国の専門家派遣制度などによるコンサルティングなども活用して

いきたいというふうに考えております。 

 次に、ステップツーでは、課題解決に向けた実践的な取組の具体的な事業
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計画づくりを支援したい。具体的には、インストラクターや経営指導員によ

る支援に加えまして、新たに平成26年度事業といたしまして、サービス産業

等小規模企業現場改善支援事業による実践的な現場指導や試作品開発支援な

ども総合的に行っていきたいと考えております。 

 さらに、ステップスリーでは、具体的な事業を実行していくため、収支や

資金調達の計画づくりを支援します。具体的には、計画認定を受けた企業が

従来よりも有利で借りやすい県単融資制度を創設するとともに、地域コミュ

ニティ応援ファンドに経営向上計画の認定を受けた企業向けの制度を設ける

など、計画の実現を後押ししてまいりたいと考えております。 

 次に、資金供給のお話でございますが、中小企業、小規模企業の振興にお

きましては金融面からの支援が不可欠であることから、県では、金融機関、

信用保証協会の協力を得ながら、利子補給、保証料補助を行うことで通常よ

りも低い金利、保証料を設定した県単融資制度を運用しておるところでござ

います。 

 平成26年度は、三重県中小企業・小規模企業振興条例の趣旨を鑑み、まず、

創業・再挑戦アシスト資金におきましては、創業時における資金負担を軽減

するための融資利率を引き下げるとともに、商工団体を窓口とすることで、

起業、創業の相談、事業計画の作成から融資実行後のフォローまで、きめ細

かな経営支援を行っていきたいと考えております。 

 また、再チャレンジサポート資金におきましては、みえ中小企業再生ファ

ンドによる事業再生に取り組む中小企業、小規模企業も融資対象に追加して

いきたいと考えております。 

 さらに、三重県中小企業・小規模企業振興条例に基づく三重県版経営向上

計画の認定を受けました企業に対しては、計画を着実に実行できるよう、県

と信用保証協会の連携によりまして新たな無担保保証制度を創設し、この保

証制度を活用して、財務面が脆弱で信用力が低い中小企業、小規模企業の借

り入れ、返済に係る負担を緩和いたしましたみえ経営向上支援資金を実施い

たします。なお、本資金運用に当たりましては、企業者の経営向上計画の実
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現に向けて、必要な資金を円滑に借り入れられるよう、資金計画などの書類

作成も含めた十分なサポートを行っていきたいと考えております。 

 また、県と三重県産業支援センターが協力をいたしまして設置を予定して

おりますよろず支援拠点では、販路拡大支援とか起業・創業支援とか金融支

援、労務支援、経営支援なども行ってまいりますので、きめ細かな体制をと

りながら、商工団体等の支援機関と連携をいたしまして、県内各地において

出張相談会を開催し、地域の中小企業、小規模企業が身近に相談できる仕組

みを整えるなど、中小企業、小規模企業への資金供給の円滑化を図れるよう

進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇〕 

○38番（水谷 隆） どうも御答弁ありがとうございました。 

 山川部長のこの条例にかける思いというのは伝わってきたわけでございま

すけれども、やっぱり何はともあれ、中小企業、小規模事業者というのは、

最終的には金融支援だと思うんですよ。もちろん三重県版の経営向上計画と

いうものがうたってありますけれども、これはもちろんのことながら、全て

こういったものについては金融支援のほうに結びついているというふうに思

います。 

 先ほども話をいただいたんですけれども、やっぱり信用保証協会、あるい

は金融機関が県のこういった条例をいかに理解していただくか。そして、過

去にも私もいろいろあったことを聞いておりますけれども、信用保証協会が

資金をいいよと、貸し出しますよと言ったのに銀行がなかなか渋るとか、そ

ういうケースも多々あったわけですよね。そういったことにつきましては、

ぜひとも県としてはしっかりとした取組をしていただきたいというのが私の

思いであります。 

 この条例の中間案を見せていただきました。24条までありますよね。これ、

一つ一つしっかりと取り組んでいけば、やっぱり中小企業や小規模事業者に

とってはすばらしい条例になるであろうし、また、この中でも特にいろいろ
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小さい企業で問題になっておる事業者の承継、これもうたってあります。こ

ういったことが、事業承継というのは、僕らの年代の小規模企業の社長は、

もう俺の時代でいいんやと、もう息子にはさせやんというような者が結構多

いわけですよね。そういったことにもう一度やる気を起こさせるというぐら

いの支援をしていただければなというふうに思いますので、この中小企業・

小規模企業振興の条例につきましてはしっかりと私も期待をさせていただき

ますし、また、部長におかれましても、失礼ではございますけれども、最後

の置き土産に、そういう言葉はよくないかもしれんけれども、わかりません

よ、先のことはね。ぜひともそういったことにしていただきたいなというふ

うに思います。 

 次に、攻める農政、守る農政ということでちょっとお聞きしたいです。 

 先ほどちょっと、ある議員からタイトルはいいけど中身がないのというふ

うに言われましたんですけれども、それなりに質問をさせていただきます。

ある議員というのは大体わかりますけどね。 

 農地や農業用施設の維持管理についてまずお伺いしたいなと。 

 一昨年11月、農業農村整備事業の推進をどうするか、具体的には、営農の

継続に不可欠な農業用水のパイプライン化をどのように進めていくか、また、

老朽化が進んできている農業用用水排水路の維持管理はどのようにするのか

ということを私はお聞きしたわけでございます。そのときの答弁としては、

当局から、用水のパイプライン化など高度な基盤整備を行う事業に選択・集

中しながら計画的に推進していくという答弁をいただきました。また、用排

水路の維持補修については、ストックマネジメント事業や土地改良施設維持

管理適正化事業というのがありまして、こういったものを活用して、老朽化

や緊急度に合わせ、ライフサイクルコストの低減や機能確保を図っていくと

いう答弁をいただいたところであります。 

 折しも政権交代により第２次の安倍内閣が誕生し、農業農村整備事業予算

も旧自公政権の水準に復活させる方針が示されたこともあり、その後、私の

地元でもそういった事業の採択をしていただいておるわけであります。 
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 そうした中で、国はさらに攻めの農政をということで農地中間管理機構や

米の生産調整の見直しについての考えを示し、県議会でも質疑をされている

ところではありますが、より一層農地の集積や集約化を進めていこうとする

流れにあるわけであります。 

 農地を規模の大きい担い手や法人に集約をしていくということは、当然生

産コストが下がり、農業の競争力は上がっていくが、ハード面では用水パイ

プライン化などによって農作業面の体制というものが整っていくものの、日

ごろの、例えばあぜや水路の草刈り、あるいは維持管理や補修などを誰が

やっていくのかという問題が出てくるわけですね。そういったソフト面がこ

れから課題として必ずクローズアップされてくるわけでございます。 

 攻める農政は当然やっていかなければならないと考えますけれども、セッ

トとして守る農政が大切であり、特に用水のパイプライン化などのハードも

もちろん整備をしながら農地集積を加速化させていくならば、農地や農業施

設の日常の管理もどうするかというソフト面もきちっと構築していかなけれ

ばならないというふうに思います。この点について、県の考えや取組方向に

ついてお聞きしたいと思います。 

 よろしくお願いをいたします。 

   〔橋爪彰男農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（橋爪彰男） 農地とか農業用施設の維持管理も非常に大事

じゃないかという御質問だったと思います。 

 国は昨年12月に、今後の農政のグランドデザインということで、農林水産

業・地域の活力創造プランというのを取りまとめました。これによりますと、

農地中間管理機構を通じました農地の集約化など、生産現場を強化して強い

農林水産業を目指す産業政策という面と、多面的機能の維持、発揮など、美

しく活力ある農山漁村をつくり上げる地域政策、この両面を今後の農政の両

輪ということで位置づけて推進しようということをこの中でうたっております。 

 このうち地域政策におきましては、これまでの農地・水・環境保全向上対

策、これを見直しまして日本型直接支払制度を創設することにより、新たに、
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農業者のみによる農地のり面の草刈りであるとか水路の泥上げなど、農地や

農業用施設の基礎的な保全活動も支援していくということになりました。 

 県としましては農地中間管理機構による農地集積・集約化の取組を推進し

たいと考えており、これにより攻めの農政を展開していくという上ではあわ

せて、農地や農業用施設の維持管理など、農業、農村における多面的機能の

維持、発揮を図る地域活動や、営農の継続等への支援の強化が大変重要だと

いうふうに考えております。このため、国が平成26年度から創設します日本

型直接支払制度を活用しまして、将来にわたって持続可能な農地等の維持管

理の仕組みづくりを、県内の農村地域において積極的に進めていきたいと考

えております。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇〕 

○38番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 農地集約化、これから農業政策がいろいろ変わってくるわけでございます

けれども、私の地元の営農をやっている人といろいろ意見交換をしている中

で、やっぱり規模を大きくしていくと、中山間地域とか非常に農作業がやり

にくい田んぼ、こういうところはどうしても置いていかざるを得ないと。

やっぱり経営ということを考えますとそういう形になってくるんだというよ

うなことも言っておりました。 

 じゃ、そこを後、どうするねんというのは、そういうところはやっぱり、

例えば誰が草刈りをするんやというようなことも出てくるというような話も

いろいろお聞きしたわけでございます。減反政策も今後いろいろ変わってい

く状況の中で三重県のそういった農地を守っていくためには、しっかりとし

た、そういう国の政策に準じてやっていかなければならんのかなというふう

に思うわけでございますけれども。 

 先ほど、答弁もした中で、日本型の直接支払制度というもの、多面的機能

支払というものを活用していろいろ取り組んでいくというような答弁だった

というふうに思いますけれども、既に農地・水・環境保全向上対策に取り組

んでみえる地区が円滑に新制度に移行できるのか、あるいは、これまで取り
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組んでいなかった地域、こういったところが新たに取り組める制度なのかと

いうことをちょっと確認させていただきたいなというふうに思います。 

○農林水産部長（橋爪彰男） 現在、県では、これまで農地・水・環境保全向

上対策は、510の集落、それと、面積にしますと約１万7000ヘクタールの農

地や農業用施設が、農業者であるとかその地域の住民の共同活動という形で

維持管理を行ってきたところです。 

 国におきましては今回、新しい制度の移行について、今はまだ全部まと

まってはいないんですが、これまで、今申し上げたような活動中の地区が現

行の組織体制のままで新しい支援の対象となるように、また、手続も比較的

簡易な形で新制度に移行できるようにという方向で検討が進められていると

聞いております。 

 今回の新しい制度では、農業者以外の周辺の住民を巻き込んだ取組以外に、

農業者だけの取組ということで農地の部分を追加して直接支払制度の中に設

けておりますので、これまでその取組が弱かったといいますか、取り組んで

これなかった地域に対しましても十分啓発をさせていただきまして、これま

での農地・水の取組と同様に、今回新たな制度を使って広げていきたいなと

いうふうに考えております。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇〕 

○38番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 安心しました。いろいろそういったところにも目を向けていただいて、ぜ

ひともそういう支援をしていただきたいなというふうに思います。 

 次に、畜産業の振興ということでお聞きしたいと思います。 

 まず、一つ目は、攻める農政ということで牛肉の輸出についてであります。

農林水産物や食品の輸出拡大に関しては、昨年９月の一般質問でも我が同僚

の前野議員が質問をされたところでありますけれども、その中で一部話題に

出た牛肉輸出に関しての県の取組を確認させていただきたいと。 

 平成26年度の当初予算の中身を見ますと、新規事業として海外市場向け三

重県産ブランド牛肉輸出モデル事業というものが要求されておるわけですけ
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れども、海外での市場調査やテスト輸出などに取り組むことになっていると、

こういうことであります。 

 今年の１月だったと思いますけれども、たまたまＮＨＫテレビの夜の番組

を見ておりましたら、オーストラリア産のＷＡＧＹＵ、英語の和牛が世界中

に輸出されているという話がありました。安くておいしい牛肉として、既に

香港などアジア地域で人気になっていると。片や日本産の牛肉は、例えば宮

崎牛、神戸牛などといった国内の産地ブランド名でばらばらに輸出をされて

おり、統一イメージがなく、かえって安心・安全において日本産だというこ

とが十分伝わっておらず、霜降り入りながら、霜降りの入っている価格の安

いオーストラリア産ＷＡＧＹＵ、これも英語で和牛ですね、に客を奪われて

いるといったことであったかと思います。 

 そういった中で、県は畜産業の成長産業化の目玉として県産牛肉の輸出に

取り組むこととしており、やり方を間違えては国内他産地に負けてしまうの

ではないかというふうに思いますし、また、海外市場にも食い込むことすら

できないという結果を招きかねないというふうに思います。 

 そこで、三重県産ブランド牛肉輸出モデル事業によってどのような地域を

対象にどのような取組を展開しようと考えているのかについて確認をさせて

いただくとともに、前野議員への答弁の中で、新たに農林水産物の輸出支援

組織を立ち上げると、たしかこういう話があったと思いますけれども、これ

に関して、その状況やその中での牛肉の位置づけについても教えていただき

たいなというふうに思います。 

 よろしくお願いします。 

   〔橋爪彰男農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（橋爪彰男） それでは、牛肉の輸出関係の事業について説明

させていただきたいと思います。 

 国は、先ほども申し上げました農林水産業・地域の活力創造プランの中で、

2020年までに農林水産物や食品の輸出を倍増させる目標を掲げるとともに、

牛肉の市場規模が大きい米国やＥＵを重点地域に位置づけながら、輸出額を
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現在の５倍、約250億円まで拡大させるというふうにしております。 

 こうした中で、県産牛肉の輸出の関係を見ておりますと、肉牛生産者等が

中心となりまして、昨年の２月にはシンガポールに、また、同年５月にはマ

カオに、それぞれ１件ずつの試験輸出が行われたところです。輸出に挑戦し

たその生産者等からは、手応えを感じたという声がある一方で、県内の肉牛

生産者の中には、輸出の手続などに関する情報不足を指摘する声、また、輸

出のリスクを懸念して輸出に挑戦したくても踏み出せないという声が聞かれ

ております。 

 このため、県では平成26年度から新たに海外市場向け三重県産ブランド牛

肉輸出モデル事業というのを創設したところでして、これは、米国をター

ゲットに、食肉バイヤーであるとか高級レストランのオーナーやシェフとの

試食会や情報交換会を米国で実施しまして、日本の食文化の魅力を生かして

県産牛肉のニーズ調査を行いたいというふうに考えております。 

 あわせまして、米国から県内にバイヤーを逆に招きまして、高級和牛生産

者との意見交換会であるとか試食会、また、できれば飼育現地の視察等も企

画しまして、県産牛肉の今後の商取引につなげていきたいというふうに考え

ております。 

 また、県産農林水産物等の輸出拡大を図るため、本年３月に設立予定をし

ております、仮称ですが、三重県農林水産物・食品輸出促進協議会、これが

支援組織なんですが、この中に畜産部会を設けるとともに、先ほど申し上げ

た海外市場向け三重県産ブランド牛肉輸出モデル事業を活用しまして、畜産

関係団体であるとか食品事業者、さらには海外への輸出ルートを持つ商社等

と一体となりまして県産牛肉輸出の実現に取り組む体制づくりを進めるとい

うふうにしたいと思っています。 

 こうした取組を通しまして、県産牛肉の輸出拡大に向けた販路開拓を積極

的に進め、本県畜産業の成長産業化につなげていきたいというふうに考えて

おります。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇〕 
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○38番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 アメリカということでありますけれども、できれば、タイとかマカオとか、

こういったところにもぜひ進出をできるようにお願い申し上げたいなという

ふうに思います。 

 続きまして、二つ目には、守る農政ということで、鳥インフルエンザ、こ

れについての備えについて質問したいと思います。 

 御承知のとおり、今、韓国で高病原性鳥インフルエンザが非常に発生をし

ております。２月16日時点の殺処分の状況は、この資料をちょっといただい

たんですけれども、（現物を示す）アヒル、鶏、合わせて188戸、404万2000

羽に及んでいると、こういうことであります。幸い、近年日本国内での鳥イ

ンフルエンザの発生はありませんけれども、３年前になるが、平成23年２月

から３月にかけて県内で鳥インフルエンザが発生したことは記憶に新しいと

いうことであります。現在は日本海を挟んだ韓国での発生ということで、ま

さに対岸の火事ではありますけれども、いつ何どき国内で鳥インフルエンザ

が発生しないとも限らない、大きなリスクが今ここにあるわけでございます。 

 そこで、万一高病原性インフルエンザが発生した場合に、まずは迅速な初

動体制により被害を封じ込め、拡大を防ぐことが大切になるというふうに考

えますけれども、現在、県においてどのような備えや対策を行っているのか

ということを確認させていただきたいなというふうに思います。 

 よろしくお願いします。 

○農林水産部長（橋爪彰男） 高病原性鳥インフルエンザが韓国のほうでこの

１月から発生しておりまして、今、議員のおっしゃったとおりなんですが、

今回の韓国での発生を受けまして本県では、国のほうの通知もありましたの

でそれに基づきまして、養鶏農家であるとかその関係者のほうに注意喚起と

衛生管理の徹底を呼びかけたところです。 

 基本的なところでは、この鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の防疫体制

としましては、ウイルスの侵入の未然防止、さらに、侵入を早期に発見する

監視体制の強化、さらに、病気が発生した場合に蔓延させない初動防疫体制



－207－ 

の強化という大きくこの三つの体制が必要かなというふうに思っておりまし

て、一つ目の未然防止対策といたしましては、養鶏農家に対しまして、野鳥

の侵入を防ぐ防鳥ネットであるとかウイルス等の持ち込みを防ぐ踏み込み消

毒槽というのが有効ですので、これが機能しているかなどについて巡回指導

をしているというところです。 

 二つ目の監視体制の強化ですが、これは養鶏農家でのウイルス検査である

とか野鳥のモニタリング等を検査として定期的にやっておりまして、これま

でのところウイルスは確認をされておりません。 

 三つ目の初動防疫体制の強化ですが、これは防疫作業の要員となる県職員

などを対象としまして、防護服の着脱訓練、これとか消毒作業の実演などの

防疫演習を定期的にやっているというところです。 

 これらに加えまして、平成23年に本県で発生した際の経験を踏まえまして、

万一の発生時に迅速に防疫作業に取りかかれるようということで、必要な防

護服であるとか動力の噴霧器、こういう防疫資材を中央家畜保健衛生所のほ

うにその後備蓄を行っているというふうなところです。今後も養鶏農家に対

しまして、鶏舎の防疫衛生対策とともに、鶏の異常に関する情報があった場

合、今後、早期発見、早期通報の徹底を指導するなど、緊張感を持って対応

していきたいと考えております。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇〕 

○38番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 韓国ではまだ殺処分予定が10万以上あると、こういうふうにお聞きしてお

りますけれども、そういった対応をきちんとやっていただくということが非

常に大事であるし、また、早期の発見、こういったこともぜひ対応していた

だければというふうに思います。 

 それでは、最後の質問に入りたいと思います。 

 障がい者とともに生きる社会づくりということで御質問をさせていただき

たいなというふうに思います。 

 若者、女性、高齢者、さらには障がい者といった、誰もが働きやすい環境
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を整備していくことがこれほど求められている時代はないのではないでしょ

うか。私たちにとっては、どのように働くかはどのように生きるかと同じで

あり、すなわち各自の幸せに直結するものであるというふうに考えておりま

す。 

 本日は、その中でも特に障がい者の取組についてお伺いしたいと思います。 

 障がい者施策を取り巻く環境は大きく変化をしておるわけでございます。

国においては、国連の障害者権利条約が先月の１月20日に批准され、２月19

日から日本国内でも効力が生じております。また、この障害者権利条約の締

結に先立ち、国内法の整備が進められていると聞いているところであります。

主なものは、平成23年の障害者虐待防止法の公布や障害者基本法の改正、平

成24年の障害者自立支援法の改正法である障害者総合支援法の公布、また、

昨年、平成25年の障害者差別解消法の公布などが挙げられるわけであります。 

 一方、県においても、障がいの有無によって分け隔てることのないように、

お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を基本理念と

したみえ障がい者共生社会づくりプランを策定し、様々な取組を展開されて

いると認識しております。 

 まず、障がい者の自立と共生社会づくりに向けて、平成26年度はどのよう

に取り組んでいかれるのかをお聞きしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

   〔北岡寛之健康福祉部長登壇〕 

○健康福祉部長（北岡寛之） 障がい者の自立と共生社会づくりに向けた取組

についてでございますが、本県では、障がい者が地域において自立した生活

を営み、県民一人ひとりが相互に人格と個性を尊重し合い、共生する社会の

実現を目指し、障がい者施策に取り組んでいるところですが、平成26年度は、

地域移行の促進、就労支援、相談支援、そして社会参加を四つの柱として

様々な事業に取り組んでいきたいと考えています。 

 まず、地域移行の促進につきましては、グループホームや日中活動の場の

整備を促進するとともに、入所施設へのコーディネーターの配置などにより、
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障がい者が地域で暮らすことができるよう支援いたします。 

 次に、就労支援については、福祉事業所の工賃等のさらなる向上のため、

販路の開拓など共同受注窓口による一層の受注拡大に向けた取組を進めると

ともに、障がい者の新たな就労の場として、社会的事業所の創業と安定的な

運営に向けた支援を行います。 

 また、障がい者が地域で安心して生活ができるよう、県内全域を対象に自

閉症や発達障がい等に関する専門性の高い相談支援を行うとともに、県内九

つの障害保健福祉圏域ごとに設置している総合相談支援センターにおいて、

障がい者とその家族に対する相談支援を実施いたします。 

 さらに、障がい者が安心してスポーツに参加できる環境づくりや三重県障

がい者芸術文化祭の開催などによる、障がい者の自立と積極的な社会参加の

推進にも取り組みたいと思っています。 

 このように四つの柱で取り組むことで、障がい者の自立と共生社会づくり

を一層推進していきたいと考えております。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇〕 

○38番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 障がい者が地域で過ごせるということが非常に大事であるなと、そして、

また、ありましたように、障がい者がスポーツに取り組める環境づくりとい

うものもつくっていってもらうと、こういうようなプランで今、進められて

おるわけでございますけれども、これ、平成24年から26年までの３年間のみ

え県民力ビジョンの中でもそういった形で上がっておりますけれども、ぜひ

とも少しでも達成できるように取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。 

 その中で、特に障がい者の幸せと直結すると考えます障がい者スポーツの

環境整備について、県の取組状況をお聞きしたいなというふうに思います。 

 先ほど申し上げました障害者権利条約には、障がい者の権利の実現のため、

障がいに基づくあらゆる差別の禁止や、障がい者の社会参加の促進が規定を

されております。そして、この条約の第30条には、条約の締結国は、障がい
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者が他の者と平等にスポーツ活動に参加することを可能とすることを目的と

して適当な措置をとる必要があると、こういうふうにうたわれております。 

 この障害者権利条約にも保障されている障がい者のスポーツに関し、県で

は毎年障がい者スポーツ大会やふれあいスポレク祭を開催し、障がい者ス

ポーツへの参加意欲の向上と参加機会の充実に努めるほか、各種のスポーツ

教室を開催したり、あるいは全国障害者スポーツ大会などの各種スポーツ大

会への選手派遣を通じて選手の育成強化にも取り組んでおるというふうに

思っております。 

 こうした中で、昨年の９月、御承知のように2020年のオリンピック、パラ

リンピックが東京で開催されることが決定し、その翌年の平成33年には本県

において全国障害者スポーツ大会が開催される運びとなっています。また、

国ではパラリンピックや全国障害者スポーツ大会の所管を文部科学省に移管

し、障がい者スポーツ選手の育成強化を進められているというふうに聞いて

おります。 

 このような障がい者のスポーツを推進する機運は非常に盛り上がってきて

いるというふうに思います。県当局においては今後、障がい者スポーツの推

進に向けてどのような取組をしていくのか、お考えをお聞きしたい、そして、

具体的にお聞きしたいというふうに思います。 

 まず、第一は、障がい者の参加促進であります。スポーツのすばらしさを

広めていくためには、障がい者スポーツの裾野を広げていくことが大変重要

であります。全国障害者スポーツ大会の種目は幾つかあるかと思いますけれ

ども、全てにエントリーできるチームづくりができているかどうかをお尋ね

したいと思います。そして、できているのであれば、今後どのように選手を

増やしていくのか、具体的な方策をお尋ねしたいと思います。 

 ２番目に、障がい者スポーツの指導者の育成であります。本県における障

がい者スポーツの充実や発展を目指すとともに、障がい者の誰もが楽しく安

心してスポーツに参加するためには、選手をサポートする指導者の存在が必

要不可欠になってきます。指導員養成の現状はどのようになっているのか、
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そして、今後どのように育成をしていくのかをお尋ねしたいと思います。 

 以上２点について、よろしくお願いをいたします。 

   〔北岡寛之健康福祉部長登壇〕 

○健康福祉部長（北岡寛之） 障がい者スポーツの環境整備について２点御質

問をいただきました。 

 まず、１点目でございますが、障がい者のチームづくり、あるいは参加の

促進についてということでございますが、全国障害者スポーツ大会の団体競

技としましては、バスケットボールやバレーボールなど七つの競技が実施さ

れますが、性別や障がい区分ごとに行われる全ての試合に参加するためには

12の競技チームが必要となります。このうち、本県では、車椅子バスケット

ボールやサッカーなどの４チームは従来から結成されておりますが、それ以

外の競技チームはなく、大会へのエントリーができない状況でございました。

このため、平成33年度の全国障害者スポーツ大会の開催を念頭に、平成24年

度から未結成の競技チームが創設されるよう取り組み、これまでに５チーム

が結成されました。残る３チームについてもできる限り早期に結成されるよ

う取り組んでまいります。 

 また、障がい者スポーツ選手の育成についてでございますが、選手の育成

に当たっては、より多くの障がい者にスポーツをすることの楽しさや喜びを

知っていただき、興味を持ってもらうことが重要であると考えております。

そのため、特別支援学校や福祉事業所の障がい者が自らスポーツを体験する

機会を設けるなど、まずは障がい者スポーツの裾野を広げる取組を進めてい

くこととしております。 

 また、既に結成された競技チームの練習や試合を見る機会を設け、チーム

への参加を勧めるなど、選手層の充実に努めていきたいと考えております。 

 次に、２点目でございますが、指導者の育成についてでございます。 

 障がい者スポーツの推進のためには、障がいに配慮して適切な指導ができ

る指導員が非常に重要でございます。この障害者スポーツ指導員には初級、

中級、上級の三つの資格があり、県内では昨年12月末現在で、初級指導員は
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391名が登録されているものの、中級は30名、上級は10名にとどまっており

ます。 

 全国障害者スポーツ大会に出場する選手の育成のためには、指導現場で十

分な知識や技術と経験に基づいた指導ができる中級、上級の障害者スポーツ

指導員を確保することが重要ですが、中級、上級の指導員となるためには、

長時間の講習の受講のほか、一定時間以上の活動経験が必要とされています。 

 しかしながら、これまで本県では県内で講習が行われてこなかったことや、

障害者スポーツ指導員が活動経験を積むための機会が少なかったことから、

中級以上の指導員を育成することができていませんでした。このため、平成

26年度は、まずは中級の障害者スポーツ指導員の養成を目指し、県内で講習

を開催するとともに、障がい者のスポーツ教室やスポーツ大会に積極的に派

遣することにより指導員として活動する機会を増やし、育成を図っていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇〕 

○38番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 障がい者スポーツ、これ、非常に熱心にいろいろ取り組んでみえる協会の

方もおみえになります。また、来月７日からパラリンピックもソチで始まる

わけでございますけれども、裾野を広げて強化していくにはやっぱり設備が

必要になってくるというふうに思います。これは非常にお金がかかる問題で

ありますけれども、もっと工夫を凝らした中で簡単な設備を設置することに

よってそれがうまく機能していくというふうに思いますので、そういった点

もよく考えていただきたいなというふうに思います。 

 ちょっと時間がなくなりましたので、次に移ります。 

 ステップアップカフェ、仮称ですけれども、これの整備についてお伺いし

たいなというふうに思います。 

 三重県の障がい者雇用の現状というのは、平成25年６月１日現在では、県

内の民間企業などにおける障がい者雇用状況の集計結果によると、障がい者
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雇用数は2703名ということで、過去最高にはなっておるわけでございますけ

れども、雇用率も1.60というふうに、昨年よりも0.03ポイント上がっている

ということでありますが、順位は全国最下位であると、こういうことであり

ます。非常に難しい状況ではありますけれども、県としてはこういった状況

を重く受けてとめて、三重県労働局と三重県知事の連名で障害者雇用率改善

プランというものを発表し、知事自らが先頭に立って、企業に対してあらゆ

る機会を通じ、障がい者雇用に関する情報発信を行うとともに、地域での影

響力のある主要な企業への働きかけなどに取り組んでおられます。 

 また、先ほど答弁もいただきましたみえ障がい者共生社会づくりプラン、

さらには、みえ県民力ビジョン・行動計画、「共に生きる」社会をつくる障

がい者自立支援プロジェクトに基づき、障がい者の雇用につながる多様な実

習訓練の機会創出、そして、特別支援学校におけるキャリア教育や進路指導

の充実、農業分野にける就労の促進等に取り組むとともに、障がい者雇用を

促進する新たな仕組みづくりとしていわゆるアンテナショップカフェの設置

を検討するなど、三重県全体に障がい者雇用の取組をしていこうということ

で大いに期待をしておるわけでございます。 

 この中で、平成26年度当初予算、ステップアップカフェ（仮称）整備推進

事業において、障がい者雇用を県民総参加で推進するため、ステップアップ

カフェ（仮称）を設置し、誰もが働きやすい環境整備に取り組まれようとし

ております。そういった中で、ステップアップカフェの現在の検討状況と今

後の取組についてお伺いをいたします。 

○議長（山本 勝） 答弁は簡潔にお願いします。 

   〔山川 進雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（山川 進） ステップアップカフェの取組状況ですが、産業

界、労働界、高等教育機関、障がい者就労支援事業所、障がい者就業・生活

支援センター、特別支援学校などをメンバーとする会議でいろいろ議論を重

ねてまいりました。この中で、県民が障がい者と交流し理解を深める場づく

り、障がい者が就職に向けてのステップアップができる実践的な訓練、障が
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い者が活躍できる職域の拡大、企業と障がい者の接点を増やし、障がい者が

戦力になることの理解の促進、障がい者が企業で定着し戦力になるための仕

組みづくりの強化や関係機関とのネットワーク、商品のブラッシュアップ等

による売れる商品づくりへの支援といった視点が必要であり、これらを踏ま

え、ステップアップカフェ（仮称）の取組を進めることとなっております。 

 平成26年度事業におきましては、ステップアップカフェの整備事業、それ

から、専門人材配置事業、障がい者雇用を推進する仕組みづくり事業、これ

に加えまして、障がい者雇用支援事業、地域人づくり事業を活用いたしまし

て、障がい者交流プログラムづくり事業。 

○議長（山本 勝） 時間です。速やかに終結してください。 

○雇用経済部長（山川 進） 障がい者雇用実習訓練事業など、こうした取組

を行うことで、障がいのある人もない人もともに生きる社会づくりを目指し

ていきたいと考えております。 

   〔38番 水谷 隆議員登壇〕 

○38番（水谷 隆） どうもありがとうございました。 

 これにて終結をいたします。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（山本 勝） 暫時休憩いたします。 

午後０時３分休憩 

                                    

午後１時０分開議 

 

開          議 

○副議長（前田剛志） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（前田剛志） 県政に対する質問を継続いたします。22番 奥野英介



－215－ 

議員。 

   〔22番 奥野英介議員登壇・拍手〕 

○22番（奥野英介） 鷹山の奥野です。伊勢選出です。 

 議長にちょっとお願いがあるんですけれども、１番の教育委員会制度と２

番の遷宮後の地域活性化についてを逆で、順番を変えたいんですけど、お許

しいただけるでしょうか。 

○副議長（前田剛志） 了解をいたしました。 

 １番と２番と入れかえるという件、それで結構でございます。 

○22番（奥野英介） なぜなら、教育長も委員長も長いと、後、議論ができな

くなると大変ですので、そういうことで、恐れ入りますが、２番の遷宮後の

地域活性化についてから始めさせていただきます。 

 では、もう早速です。昨年、伊勢神宮内宮・外宮合わせての参拝者が、こ

れまでの経験のない1420万人を超えました。これは、前回の遷宮年である平

成５年の838万人、また、これまでの最高であった平成22年の882万人と比較

しても飛び抜けた数字であり、伊勢市だけでなく周辺の地域も含めて、観光

や食などのサービス産業を中心にインパクトのあった年ではなかったかと思

います。 

 思い起こしますと、前回の遷宮の翌年、平成６年は伊勢市においてまつり

博が開催され、また、相前後して、当時、総合保養地域整備法、いわゆるリ

ゾート法の第１号認定を受けた三重サンベルトゾーン構想に基づき、鳥羽水

族館や志摩スペイン村等のリゾート関連施設が相次いでオープンし、それな

りの活況を呈していました。まつり博については、目標の300万人の入場者

は達成したものの、本県以外の東海や関西の隣県においても地方博疲れから

来る敬遠ムードが漂っていましたし、リゾート施設の多くは大手の資本が入

り込む形で開発されたものであり、また、高い料金の割にサービスの内容が

乏しいといった宿泊施設が少なからずあったことで、芳しくない風評も流れ

ました。さらに、御遷宮自体も全国発信とまではいかず、結局は地元でしか

盛り上がっていなかった状況で、おかげ年を過ぎると極端に参拝客が減少し、
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地元にとっても苦い思い出となりました。 

 しかしながら、今回の遷宮では、出雲大社の60年ぶりの御遷宮とも重なり、

メディアに取り上げられることで注目が集まり、近年のパワースポットブー

ムに乗ったことや前回から始まったお木曳行事への一日神領民としての参加

が定着したこと、お白石持ちの行事の特別神領民としての参加が可能となっ

たことで、地元以外の方々の御遷宮行事への参加が一般化したことなど、相

乗効果となり、未曽有の数字である1420万人まで上り詰めたものと考えてい

ます。今後、これだけの数字を維持するのは至難のわざだと考えています。

実際、今年の正月三が日や１月の入り込み客は伸び悩んでおり、早くも陰り

が見えています。 

 この地域は、東紀州地域も含めて、今後も第１次産業や観光などのサービ

ス産業が主体の地域です。伊勢志摩や吉野熊野両国立公園に属し、景観や歴

史、文化など、誇れる地域資源も多く有しており、伊勢神宮と熊野と、ここ

を結ぶ熊野古道も世界的に誇れる資源だと思っています。 

 このような資源とともに、本来この地域が培ってきたおもてなしの精神を

いま一度思い起こし、今年のおかげ年、熊野古道10周年などを生かしながら

落ち込みをどれだけ回避できるか、今こそ、この地域が持っている豊富な資

源を生かして新しい産業をどのように生み出すのかが大切だと思います。そ

のためには、この地域が有している資源を特に県内の他の地域の企業と結び

つけ商品化するなど、県内の資源を有効にすることが大切だと考えています。 

 新年度予算で、食サミットやミラノ国際博覧会への出展に向けた調査費を

計上しております。また、平成29年には伊勢市において全国菓子大博覧会が

開催することになっております。これらの取組を一過性に終わらせることな

くどのような産業につなげていくのか、知事の御所見をお伺いしたいと思い

ます。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） それでは、答弁させていただきます。 

 昨年12月、日本人の伝統的な食文化としてユネスコの無形文化遺産に登録
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された和食が改めて世界から注目され、関心を呼び起こしております。 

 伊勢湾や熊野灘に臨む本県は、我が国最古の歌集である万葉集にも登場し

ますが、多様で魅力ある食に関する地域資源に恵まれてきました。現在でも、

アワビやイセエビ、海藻類など、人々を魅了する海産資源に恵まれるととも

に、海女漁などの漁法や漁にまつわる祭り、萬古焼や伊賀焼、杉やヒノキと

いった木材を加工した器など、食に関する多様な文化も引き継がれてきてい

ます。 

 このような資源とともに、本県には食に関連する企業が多く立地していま

す。例えば、うまみ成分を発見し、その主成分であるアミノ酸の可能性を研

究、食品だけでなく医薬や健康分野まで幅広くグローバルに展開する企業や、

食に求められる健康、便利、安全など、多様化する市場のニーズに応えるべ

く、独自の最先端技術を応用し、2000品目以上の製品を取り扱う研究開発型

企業、また、日本独特の発酵技術を用いて、しょうゆ、日本酒などを生産す

る企業、地域色豊かな名物餅を製造する企業、地域の資源を活用した加工食

品を製造する多様な企業などです。 

 また、県立相可高校食物調理科などの調理師を育成する高校をはじめ、食

品製造や衛生管理に従事する人材、食生活アドバイザーなど、食に関する多

様な人材の育成にも力を入れているところです。 

 このように、三重が持つ資源を活かすとともに、和食が注目される機会を

好機と捉え、本年10月、伊勢市において、食や食文化をグローバルな視点で

発信し、地域産業の振興につなげることを目指す全国の自治体に呼びかけ、

食のサミットを開催いたします。 

 また、３年後の平成29年、全国菓子大博覧会が開催される予定です。この

博覧会では、菓子文化の世界への発信、菓子だけでなく、三重の海の幸、山

の幸の体感などもテーマの一つであると聞いております。 

 さらに、平成27年５月から10月までの184日間、「地球に食料を、生命に

エネルギーを」をテーマにミラノ国際博覧会が開催されます。同博覧会では

140の国と地域が出展する予定で、我が国も日本食や日本食文化などに焦点
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を当てた出展をすることと聞いています。 

 本県においても、三重の地域資源である食にかかわる産品、伝統的工芸品

など、この万博を通じ、世界に誇れる三重の魅力をＰＲしてまいりたいと考

えています。 

 食のサミットやミラノ国際博覧会での取組により得られた成果を平成29年

に開催される予定の全国菓子大博覧会へとつなげていくとともに、これらの

流れを一過性に終わらせないために、この地域に国内外から食関連産業の工

場、研究開発施設の立地、集客交流施設や人材育成機関の集積が図られ、食

に関するクラスター形成を目指すため、産学官による検討を進めていきたい

と考えております。 

   〔22番 奥野英介議員登壇〕 

○22番（奥野英介） ありがとうございました。 

 知事は随分、産業というか、そこら辺に飛び回っていろんなことやられる

のが非常にお好きなようですけれども、三重テラスも、前にもこの場で言っ

た覚えがあるんですけど、本当に失敗なのか成功なのか、ちょっとまだ疑問

に思う部分もあるし、走るというのは非常にいいんですけれども、もう

ちょっと立ちどまってやっていただけたらなと思います。 

 今回、食サミットもあります。また、平成29年には菓子博覧会。これも非

常に、考えてみるとお金のかかるところもあり、広島ですと80万人ぐらいの

お客さんが見えたのかな。果たして伊勢で80万人というのは考えられへん数

字で、交通とかいろんなことを考えるとこの菓子博覧会もそう簡単に成功す

るようにも見えない。だけど、お金もたくさんかかる。そういう意味で、十

分に金のかからないようにしながら人が来るような観光客を引っ張っていく

ということを考えていただきたいなと、そんなふうにも思います。 

 この項は、今日は時間の関係で10分に終わらせていただいて、メーンであ

る教育委員会制度のほうへ移らせていただきます。 

 教育委員会制度の改革についてでございます。教育委員長、教育長、よろ

しくお願いしたいと思います。 
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 ２月６日の新聞の多くが教育改革制度の改革について報じております。与

党自民・公明は会合を開き、改革案をおおむね取りまとめたようです。平成

24年９月には津田議員が、25年６月には中川康洋議員が教育委員会のあり方

について質問されており、今回の改革案を想定されたような、かなり突っ込

んだ議論もされておりますのには感服をいたしました。 

 私は町行政にかかわった者の立場から質問をさせていただきます。 

 先日、２月の初めでしたが、ＢＳフジテレビの「プライムニュース」で教

育委員会制度の改革について、自民党の馳浩議員、プロレスラーかな、公明

党の富田茂之議員、そして、いじめ問題のあった越大津市長、そして、教育

評論家の尾木直樹氏で、大津市のいじめ問題で端を発した教育委員会制度改

革の議論が放映されていました。ここで内容を説明するのは時間がありませ

んが、現場の経験から発言する越市長と国会議員の考え方は立場の違いが

はっきりしていて興味深い番組でした。 

 それでは、まず、御存じかと思いますが、教育委員会について簡単に説明

をさせていただきます。 

 現在の教育委員会です。教育委員について説明させていただきます。首長

から独立した行政委員会として、全ての都道府県と市区町村において設置さ

れております。議会の同意を得て首長が任命した原則５人の委員で構成され

ており、代表者の教育委員長と事務を執行する教育長は５委員の中から選ば

れます。学校設置やどの教科書を使うかなど、教育行政の基本方針を決め、

教員採用などの人事を扱うことになっています。教育委員会設置は戦後、首

長が教育行政の事務を担っていたことが軍国主義教育を招いたことの批判を

受け、1948年、私が1946年ですので昭和23年、教育行政に民意を反映する目

的で導入されています。 

 ただ、現在は、教育出身者や自治体職員が選ばれることが大部分です。教

育者以外の委員は非常勤で会議が月数回しかない場合もあり、教育委員会の

形骸化が指摘されています。2011年10月に起きた大津市の中２男子いじめ自

殺事件で教育委員会が機能せず、権限と責任の所在が曖昧との批判が相次い
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だため、教育委員会の見直しへと進んでいきました。 

 私は町行政にかかわっていたときから、教育委員会、そして、今はないん

ですけれども、どうも山口教育長が潰したらしいですけど、教育事務所の体

質を変え、風穴をあけなければ、住民に開かれた教育委員会となり協力して

いただかねば真の教育はできないと感じていました。 

 市区町村立の学校であっても、ハード事業、要するに金を出すことだけは

町が出す、例えば耐震とか空調工事は行政ができても、学校教育に関しては、

我々の、当時の町長の意見すら聞く耳を持つことはなかった経験があります。 

 では、改革案についてです。 

 ２月初旬、自民、公明の改革案Ａ案、その前に、（パネルを示す）これが

現在の教育委員会、首長が任命して、議会の同意を得て、教育委員５人、そ

の中で今の岩崎教育委員長と山口教育長がみえるということでございます。 

 続いて、（パネルを示す）これが一番初めに示された自民案のＡ案です。

これは、首長が全てやるというのか、権限から全ていろんな面で首長主導の

教育行政ということになる案でした。だけど、これは余りにも、政治的中立

というか、それができないのでということで、これは見直されました。 

 その次に、このＢ案です。（パネルを示す）Ｂ案というのは、これはもう、

これまでの教育委員会と余り変わりがないということで、これも没になった

ようです。 

 （パネルを示す）これが今の言う自民案です。見ていただけますか。 

 要するに、総合教育施策会議というのがあります。そんな中で、執行機関

というのは教育委員会に置くわけなんですけれども、それでもやはり首長の

権限が非常に強いということなんですけれども、要するに、教育委員会の持

つ任務というのか専権事項は、教職員の人事と教科書の選定に限定され、総

合教育施策会議、これ、仮称なんですけど、首長の会議みたいなものです。

公立学校の統廃合や教職員の定数がこの総合教育施策会議でやられる。そう

いうことで、これが今回の新しい案、ここで今から議論されるのではないか

と思います。だから、この新しい案は首長の意向の反映を目的に明記された
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改革案が出されたということでございます。 

 これまでの制度を改革しなければならなくなったのは、教育委員会の閉鎖

的な体質が、余りいい言葉じゃないんですけれども、もう皆さんが全部御存

じだと思います、教育ムラと呼ばれ、地域の住民の皆さんや行政との乖離が

進み、一層閉鎖的になったのが大きな要因であろうと思います。 

 将来を担う子どもたちの教育を基本に考えていれば、制度を変える必要は

ないかもしれません。先生は聖職者たれとは申しませんが、この国の将来を

担う子どもたちを教えるということを決して忘れてはならないはずです。 

 一方で、首長に大きな権限を持たすことは、経験者として一抹の不安も感

じますが、国が改革に乗り出さなければ進展がないことも理解できます。し

かし、実行、実践するのは広域自治体の県であり、基礎自治体の市区町村で

す。 

 様々なハードルを越え、自治体が主体であることを理解した上で改革され

ることが望ましいかと思います。制度改革も含め、知事、教育委員長の思い

を聞かせてください。後ほど教育長には細かい点を聞くこともありますので、

時間はできるだけ短くやっていただければありがたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 教育委員会制度改革に対する考え方でありますが、議員

御説明のとおり、現在、制度自体の見直しが議論されておりますけれども、

私としましては、制度見直しがされるのであれば、教育行政の責任の明確化、

迅速な危機管理対応、住民生活全般や地域経営を預かる首長の意向の反映な

どの課題を解決する仕組みに改めることが必要だとかねてより考えています。 

 制度見直しに当たり大切なことは、地方教育行政の政治的中立性、継続性、

安定性への配慮のもとに責任と権限を明確にし、首長と教育委員会がそれぞ

れの役割をしっかりと果たし、県民の皆様が安心してその地域の公教育に子

どもを預けることができるようにすることだと思います。また、保護者、県

民にとって教育行政の透明化が図られ、住民に開かれた教育となることも大

変重要な観点だと考えます。 
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 現在、政府与党の中で今国会への教育委員会制度見直しに関する法案提出

に向けて大詰めの協議が進められていると聞いております。現在議論されて

いる案では、おおむねは教育委員会が執行機関となる中で、今まで私が述べ

た諸点に配慮されたものになるのではないかと考えております。 

 他方、先ほど奥野議員の御説明の資料３枚の中にも国と地方の関係という

のは入っていませんでしたが、地方の自主性、自立性の拡大を図る地方分権

の観点から、国の関与については最小限のものとするべきであると考えてお

ります。 

 今回の制度見直しにおいても、地方の自治事務に対する国の関与は限定的

であるべきという地方自治の基本原則を逸脱し、地方が地域の実情に応じて

実行、実践することを妨げるような制度であっては決してならないと考えて

います。特に、市町村で何か発生した場合に、国より実情に応じた対応が可

能であるかもしれない都道府県をすっ飛ばして、調整などなく国が直接関与

するようなことがあってはならない、そう考えており、このような国の関与

を最小限にという点は全国知事会においても懸念が示されております。 

 いずれにしましても、今後の議論の経過を十分注視してまいります。 

○教育委員会委員長（岩崎恭典） 教育委員会制度の見直しについての教育委

員長としての考えでございますが、現状と課題、それから、国における見直

し案につきましては、今、奥野議員がお示しいただいた概要のとおりでござ

いますので、そこについて論評をするということは現状ではいたしません。 

 まだまだ変わっていく可能性あるんじゃないか、例えば、先ほど奥野議員

も御指摘いただきましたが、総合教育施策会議、ここの構成メンバーの中に、

最初の案では議長と入っていました。議長と首長を入れた施策会議で何を決

めるんだろうかと思いましたらそれは消えまして、議会代表という形になっ

たりしております。その意味でいいますと、議会代表の皆さんどなたかが教

育施策の総合会議に入られて、そしていろいろなことを今後検討して基本方

針を決めていって、そしてそれを執行機関である教育委員会が担うというや

り方でやるときに、果たしてどこまで継続性と、それから政治的な中立性の
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確保というのが図られるのかというのが、もう少し制度設計の詳細を見てみ

る必要があると思っておりますので、私自身としては現状ではしっかりまだ

これから議論していただかなくちゃいけないというふうに思っております。 

 時間がないことは重々承知でございますけれども、一言だけ申し上げたい

と思うんですけれども、私も地方自治の研究者でございます。その観点で申

し上げますと、先ほど知事も言いましたように、やはり、国の関与というの

が非常に強い世界だということは身にしみております。ですから、もう既に

教育委員会制度自体は、昭和31年、私が生まれた年に現行の仕組みになって

おります。その前に制度改革されたのが奥野議員の年でありますけれども、

私の年のときに今回の制度になっているわけです。ですから、50年、60年

たっていますから、制度改革しなければいけないことは確かだというふうに

思ってはおります。しかし、状況からいいますと、子どもがたくさんいたと

きの状況と、これから少子化と、それから高齢化、地域の状況がどんどん変

わっていく中での施策のあり方というのは、やはり地域地域で解決していく

ような自由度が高くあるべきだろうと思っています。その意味でいいますと、

先ほど知事も申しましたけれども、分権改革の理念、自己決定、自己責任の

観点から、自ら改革できるよう規制緩和するということが重要なんじゃない

かな、そういうふうに思っています。その観点から制度設計がこれからなお

丹念になされていくことを希望しております。 

 以上です。 

   〔22番 奥野英介議員登壇〕 

○22番（奥野英介） ありがとうございました。 

 知事のおっしゃってみえたこと、また、委員長のおっしゃったこと、確か

に私も先ほど申しましたけれども、別に今、制度を変えなきゃいかんという

ことはなかったかと、そういうふうな気がしないでもないです。だけど、や

はり、私が生まれた次の次の年ですから、随分その間にはいろんなことがあ

り、教育委員会というのは改革というよりも、おごりというのか、そういう

ものがずっとあって、今回いろんなことを改革の方向にされた。これをされ
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たこと自体が僕は非常に情けないかなというふうに、改革しなきゃならない

ことになったのをみんな、そういう携わった人が感じてもらわないといけな

いのかなというふうに気がします。 

 おっしゃったように地方分権ですから、これからもし改革されるんやった

らやはり、市長会や町村会、また知事会なんかでいろんな議論をされていい

方向に持っていくことが大事かなと思います。地方分権ということを忘れて

いただいたら非常に困ります。 

 それと、岩崎委員長がおっしゃった、議会の人が入っていくこと自体が非

常に、私もこれ、おかしいなと思います。このメンバーの選び方も非常に粗

雑というのか、雑かなというような気がしないでもない。 

 今の段階ですから、十分にこれからこの中身を変えることができますので、

知事も力を出していただいて、本当に三重県の子どもたち、全国の子どもた

ちのいい学校になれるような、そういう形のこの制度改革をやっていただき

たいなと、そんなふうに思います。 

 ちょっと教育長にお尋ねするんですけれども、本当に悪いところがたくさ

んあるんですよ、中身のことでね、もう３分しかないんですけれども。先日、

伊勢市のほうのことをちょっと調べたら、教育委員会には、教育総務課、学

校教育課、生涯学習、スポーツ課、文化振興課と、伊勢市でも五つの課があ

るんですよ。その中に、問題は学校教育課というものなんですよね、一番問

題なのは。ここにね、これ、前の教育事務所でしょう、多分、調べたら正規

職員の19人のうちの13人が先生なんですよ。それで、あと６人が職員で、あ

と嘱託職員がみえたんですけど、この13人の先生の給料というのは、どこか

ら出ているんですか。 

○教育長（山口千代己） 市町教育委員会の事務局職員として任用された教員

籍の職員は、各市町が独自に採用した職員とともに、市町の実態に応じた取

組とか、あるいは特色ある教育活動を展開するための教育行政を担っておる

ということで、市町が負担しております。 

   〔22番 奥野英介議員登壇〕 
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○22番（奥野英介） そうですよね。だけど、先生でしょう、この方らは。先

生の給料というのはもちろん、これ、国から来て、県がかかわって、今は交

付税からされているわけなんですよね。 

 そしたら、この人ら、何年かたったら戻るわけでしょう、先生に、数年で。

だから、要するに、市が払うこと、今までの教育事務所は県が払っていて、

それで、それぞれの市。町は差別されて町にはいないんですよ、こういう方

は。学校教育課で先生がおるということはいないんですよ、私がいたときは

ね。もちろん、多分小さい町はいないと思うんですよ。それをあなた方の教

育委員会に聞いたらこういう人もおるわけですよ。いや、小さい町だから財

政が厳しいから大きな市に置くんやという、そんないいかげんなこと言うわ

けなんですよね。それが傲慢で非常に閉鎖的でと言われるところだと思うん

ですよ。だから、伊勢市で、仮に伊勢市なので、伊勢市、怒らんとおいてく

ださいよ、13人の先生がおるのはどこから給料が出ておるのか。本当は県が

払うべき。要するに割愛というようなことをよくやりますよね、行政は。割

愛というのは、３年間、県から市のほうへ行くという、そういう制度なんで

すけど、この制度を使っているのですか。 

○教育長（山口千代己） 公立小・中学校の県費負担教職員の任免その他の進

退につきましては、地教行法によりまして市町教育委員会の内申を待って行

うということで、教員を市町教育委員会事務局職員とする場合は、県教育委

員会は市町教育委員会の内申により当該教員の辞職を承認し、市町教育委員

会は新たに市町教育委員会事務局職員として採用すると、そういうことに

なってございます。 

 以上です。 

   〔22番 奥野英介議員登壇〕 

○22番（奥野英介） また今後この件に関しては時間がありますので議論させ

ていただきます。 

 時間が参りましたので、ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（前田剛志） 24番 今井智広議員。 
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   〔24番 今井智広議員登壇・拍手〕 

○24番（今井智広） 公明党の今井智広でございます。議長のお許しをいただ

きましたので、私は通告書どおりに進めさせていただきたいというふうに

思っております。 

 まず、初めに、中小企業・小規模企業振興について、私は振興に向けての

県の体制整備という観点で質問させていただきます。 

 中小企業・小規模企業振興の重要性については、これまでの多くの質問や

知事などの答弁でも示されておりますし、条例案の中にも明記されています

ので、私のほうからは割愛させていただきますが、今後、県が行う振興への

取組については知事より、県が先頭に立ってきめ細かな支援体制の構築を

行っていく、その大要として、総合的かつ各状況に応じた相談窓口の設置や

専門家派遣、また、地域の関係団体との連携やそれらへのきめ細かな支援、

さらには、三重県版経営向上計画の認定制度の創設や、県内を５ブロックに

分けて設置するみえ中小企業・小規模企業振興推進協議会における支援体制

の確立など、今後の取組について決意がこもった施策の方向性を聞き、大変

心強く感じるとともに、今後の振興への取組に対し大きな期待を抱いており

ます。 

 そこで、早速でありますが、提案も含め質問のほうに入っていきたいと思

います。 

 先ほど紹介した取組を含め、様々な対策についてスピーディーかつ滞りな

く実践していただくべきことは当然でありますが、よりその実効性を上げ、

きめ細かく対応していくために、まずは県庁内において万全の体制を整備、

構築することが必要であると考えます。といいますのも、中小企業、小規模

企業は、商工業のみならず多くの業種にまたがり、大変裾野が広いところで

あります。 

 知事が認定する経営向上計画においても制定の趣旨の中で、商工業だけで

はなく、介護や福祉、建設、土木といった業種や、企業が取り組む農業の６

次産業化、農商工連携など、新しい事業展開についても対象としていきたい
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と示されているように、県庁内各部局にまたがるものであり、雇用経済部だ

けではなく各部局においても、その認識や情報共有、そして、しっかりと対

応をしていただかなければなりません。 

 そこで、知事にお伺いします。 

 県が先頭に立つとの決意を具現化するためにも、また、それぞれの業種へ

の細やかな対応を行うためにも、まずは県庁内において部局横断的かつ強力

な推進体制を早期に整備することが必要だと思いますが、お考えをお聞かせ

ください。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 中小企業、小規模企業の振興に当たっての庁内体制とい

うことでございます。 

 県内の中小企業、小規模企業の中には、製造業、建設業をはじめ、小売業

や旅館業といったサービス業など、多種多様な業種が数多く存在しています。

基本的には業種ごとの振興につきましては、建設業の振興については県土整

備部、農林水産業の振興については農林水産部、医療関連産業の集積に向け

たメディカルバレーの振興については健康福祉部などと、それぞれの所管部

局が専門性やネットワークを生かして取り組んでいます。 

 一方、例えば、中小企業、小規模企業の振興において、建設業や福祉にお

ける担い手不足など雇用のミスマッチや、農商工連携や医工連携などの異業

種連携の取組、さらには地域課題解決型のビジネス促進、あるいは資金調達

や事業承継や労務、税務など共通課題の解決などについては、庁内の部局間

での連携や横断的取組が必要であると考えております。 

 そのため、庁内の部局同士が連携すべき取組を推進するとともに、中小企

業、小規模企業の課題や要望などを部局横断的に共有し、業種にかかわらず

産業振興と雇用を両輪として捉えて一体的に推進することで条例を実効ある

ものにし、地域の振興につなげていく必要があることから、今後、まずは、

連絡会議など、具体的な庁内の推進方策を確立してまいりたいと考えており

ます。 
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   〔24番 今井智広議員登壇〕 

○24番（今井智広） ありがとうございます。 

 知事も言われるように本当に多種多様な業種にまたがりますし、部局横断

的にしっかりと対応していかなければ、ともすれば商工業がどうしてもすぐ

頭に出てまいりますので。しかし、各部局のほうでいろいろお世話をいただ

いておる業種もたくさんございますので、ぜひ、しっかりと連携、また情報

共有をしていただくような場所をつくってもらいたいと思います。 

 それで、今、連携会議をということで言っていただきました。まずは連携

会議かもわかりませんが、名は体をあらわすじゃないですけれども、やっぱ

り推進というものを、今後の中では、例えば、待ったなし、中小企業・小規

模企業振興推進協議会とか、連携推進協議会とか、そういった形でぜひ県民

の皆さんに、また、企業の皆様方から、本気で県がやってくれているんだと

いう、そういった姿勢がわかる、そういった組織をつくっていただきたいと

思います。 

 その上で、これまで以上にそれぞれの地域において、幅広い、今申し上げ

た他部局に属する関係団体、商工会や商工会議所だけではなく、産業支援セ

ンターだけではなく、いろいろな団体、また、関係機関と、今後は特にしっ

かりと連携をしながら事業者のニーズに対応していただかなければなりませ

ん。そのためには、雇用経済部を中心としてどのように体制を整備していく

かということが重要であると思います。この点について山川部長のほうにお

伺いをさせていただきたいと思います。 

○雇用経済部長（山川 進） 今回の三重県中小企業・小規模企業振興条例を

推進していくに当たりましては、県と公益財団法人三重県産業支援センター

が汗をかきながら、市町、商工関係団体、金融機関、それから、税理士など

の認定支援機関が一体となって、実務者レベルの連携体を構築していきたい

と考えております。 

 また、部内におきましても、本条例案の施行後、県内の５ブロックごとに

エリアの担当職員を置きまして、県内の関係機関と密な連絡調整を行う体制
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を整備していきたいと考えております。 

   〔24番 今井智広議員登壇〕 

○24番（今井智広） ありがとうございました。 

 山川部長のほうとは、私も常任委員会に属しておりますので、また常任委

員会等でも詳しくお話をお伺いしたいと思いますが、しっかりと、まず、

やっぱりやるに当たっての体制の整備というものが当然重要になってくると

思います。いろいろな対策、また、いろいろな事業を行っていただくにも、

それを行う人で結構決まってくると思いますので、その点をお願いしたいと

思います。 

 あえて一つ要望として、今後この条例が４月１日に施行になって進んでい

く中で、走りながらにはなると思うんですけれども、例えば各出先機関に、

雇用経済部を中心としたこの中小企業、小規模企業の振興のために、本当に

現場に入り込んで中小企業、小規模企業と一緒に地域を元気にしていく、そ

ういった県の職員を、正の職員を配置する。今、「美し国おこし・三重」の

ほうでは何年か、ずっとその名前で配置をしていただいて、今は名前が変

わっているということでありますが、そういったことも考えていただきたい。

また、例えば雇用経済部の中に中小企業・小規模企業振興課というのをつ

くって、例えば条例の中でも、ものづくり、また、サービス産業と、いろい

ろ課に分かれていますので、これを推進していくための課をつくって、しっ

かりと部内、また、部局横断的に連携がとれる体制というのも考えていって

いただければと。これは要望にとどめて、走りながら本当に必要であればそ

ういったこともぜひ考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 それでは、２点目、次に、孤立が想定される地区への対策についてお伺い

をいたします。 

 孤立地区対策については、平成20年９月の一般質問でも取り上げ、その対

策を強くお願いいたしましたが、間もなく３年を迎える東日本大震災や平成

23年８月に発生した紀伊半島大水害など、想定外と言われる災害を我々は経
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験し、平成20年当時からは自然災害に対しての認識や対策も変わってまいり

ました。 

 孤立地区対策はあくまでも多岐にわたる防災・減災対策の一つであること

は当然のことでありますが、今月発生した大雪においても全国各地で多くの

孤立地区が発生し、そこに住む地域住民の不安の声や実情、また、災害対応

が大きく報道等でも取り上げられました。 

 今回は大雪の影響による発生でありましたが、それらを見て、私は改めて、

県が策定しようとしている三重県新地震・津波対策行動計画案の中で示して

いる災害予防・減災対策、また、発災後対策の重要性を痛感するとともに、

我が県において、昨年９月１日の東紀州での総合防災訓練の中で既に、孤立

地区対策としてヘリとの安否等サイン伝達訓練や物資搬送・受け入れ訓練な

ど、具体的な取組が行われたことを大変心強く感じました。どうか今後、他

の取組とともに、孤立対策についてもさらに市町や地域の皆さんと連携を強

め、その対策に当たってもらいたいと思います。 

 そこで、まずは、確認も含めお伺いをします。 

 平成20年当時の県内における孤立が想定される地区は、21の市町で最大

302地区、人口にして約23万人でありましたが、大震災や大水害を経験した

現在の基準なり調査において、県内の孤立想定地区はどれくらいになるのか、

また、現在、それらの地域へはどのような対策をし、その進捗状況はどのよ

うになっているのか、今後の対策も含め、できる限り簡潔にお答えをいただ

きたいと思います。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） 今井議員から御質問のあった孤立地区対策につ

いて答弁させていただきます。 

 国が平成23年度から実施しております孤立が想定される地区に係る状況調

査の平成25年度結果によりますと、三重県内で孤立が想定される地区の数は

現在394となっております。これは、平成18年度に県が独自に実施した大規

模災害時における孤立地区調査、議員が言われた302という数字に比べて、
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地区のカウント数、その手法等が異なっておりますので、数に開きがある内

容となっておりますけれども、この二つの調査結果を比較した場合に、平成

25年度の394地区のうち非常用通信手段を有している地区が54.6％で、平成

18年度に比べて7.2ポイントの伸び、また、通信手段を動かすために必要な

発電機など非常用電源設備を備えている地区が58.1％、これもやはり9.1ポ

イントの伸びとなっておりまして、ベースとなる地区数が302、394と違って

おりますから単純評価はしにくいですけれども、それでも、地区数が増加し

ておってポイント数も伸びているんですから、孤立地区対策は着実に進んで

いると判断していいのかなというふうに思っています。 

 県では地域の防災、減災を推進するために市町への補助事業を実施してお

りまして、平成19年度からは孤立化防止対策という枠組みを設けて市町を支

援してきました。通信手段の確保のための衛星携帯電話、防災行政無線個別

受信機、そうしたことについても財政支援を行っており、非常用発電機など

も含めて、本年度は19市町、約4000万円の補助を実施しております。 

 議員からもありましたけども、東日本大震災後も孤立地区対策の重要性は

何も変わっていません。どころか、むしろ重要性がよりクローズアップされ

たというふうに思っております。また、本県でも平成23年の紀伊半島大水害

ではヘリコプターによる救援活動、救援物資の搬送を行ったというのも議員

の紹介にあったとおりです。 

 こうしたことから、孤立地区への救出・救助体制をより強化するために、

これも議員から御説明がありました昨年９月の紀南地域での総合防災訓練で

は孤立地区対策をテーマとしましたし、また、もうすぐ公表を目指して今現

在急ピッチで作業を進めている新地震・津波対策行動計画においては重要な

施策として、孤立地区対策のための広域防災拠点の整備、あるいは緊急輸送

道路、道路啓開態勢の整備、これも特に強力に推進するとして掲げていくつ

もりでございます。 

 また、先ほど言いました補助事業につきましても、加えてライフラインが

途絶えた場合の生活水確保のための浄水器とか、あるいは災害時の電源や燃



－232－ 

料確保のためのＬＰガスバルクの供給システム、こうしたものの支援も新し

いメニューにして考えております。加えて、来年度策定予定の三重県風水害

等対策行動計画、これはまだ仮称でございますけれども、これにつきまして

も、孤立地区対策を重要な風水害対策の一つとして盛り込んでいきたいとい

うふうに考えています。 

 以上です。 

   〔24番 今井智広議員登壇〕 

○24番（今井智広） 御答弁ありがとうございました。 

 平成25年内閣府の数字では、三重県内で孤立が想定される地域が394地区

ということで、単純に本当に部長の言われるように比較はできないと思うん

ですが、そういった孤立が、地震並びに大雨であるとか、様々なことでその

地区が一応想定されていると。平成20年の質問のときは６項目、孤立地区の

防災対策の状況について、パーセンテージも含め、私もお示しをさせてもら

いましたが、今は二つに大体なっているということで、非常用の通信手段を

有しているというのが54.6％、発電機など非常用の電源設備が58.1％と、大

分数が増えているのに、孤立地区数の想定の数が、分母が増えている中で

しっかりと整備もしていってもらっていますので、これはさらに、今後、市

町が力も入れてもらわないといけませんが、しっかりとやっていってもらい

たいと思います。 

 お話の中にあった緊急輸送道路、また、道路啓開や治山も含めてだと思う

んですが、この辺はやはり県土整備部でありますとか農林水産部も、この孤

立を予防するためには、道路、橋の整備でありますとか、山崩れであります

とか、そういったことも災害対策として重要になっていくと思いますので、

防災対策部としっかりと連携をとってまた進めていっていただきたいと思い

ますので、ここは要望をさせていただきたいと思います。 

 また、そういった行政が行う公助の取組や対策とあわせてやはり、行動計

画案の中でも示されておりますが、防災の日常化でありますとか自助、共助

の取組が大変重要となってまいりますので、沿岸部や中山間部など、孤立が
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想定される394、そういった地域にお住まいの皆さんに対しては特に、不安

をあおるという意味ではなくて、自分たちがどういう場所に生活をしている

のか、その特徴をしっかりと認識していただく、また、いざというときのた

めに、日常から、水、食料などの備蓄や懐中電灯、携帯ラジオの準備など、

万全な備えをしていただけるように丁寧な周知並びに啓発をすることがとて

も重要であると考えますので、この周知、啓発について、前回は津波の遡上

でしっかりとその地域の方に周知、啓発をしてくださいとお願いをさせてい

ただきましたが、この孤立地区対策について、今後、周知、啓発、どのよう

に進めていくのか、お考えをお聞かせください。 

○防災対策部長（稲垣 司） 県におきましては、少なくとも災害発生後72時

間はとにかく自分の手で、自分の力で生き延びてほしいということを県民の

方にお願いして、そうしたことから水や食料の個人備蓄を推奨してきたとこ

ろですけれども、残念ながらなかなか伸び悩んでおって進展は見られにくい

んですけれども、このことを孤立地区対策という観点から見れば、それは孤

立が想定される地区にこそこうした取組はもう絶対要るというのは、これは

もう同じ認識を持っているつもりです。 

 県では今後も個人備蓄の定着を目指して、辛抱強く粘り強く推奨・啓発活

動を続けていくことにしておりますけれども、特に孤立地区につきましては、

自分たちが住んでいるところは孤立が想定される地区なんだということをま

ず認識を持っていただくということの上に、たとえ孤立しても自分たちの力

で生きるんだということで、個人備蓄をはじめとする日ごろからの備え、こ

れがいかに大切かということを、市町とか自主防災組織の方の協力も得なが

ら、地区の皆さんにできるだけ直接的に訴えかける、そうした方法もちょっ

と考えながらやり方を検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

   〔24番 今井智広議員登壇〕 

○24番（今井智広） ありがとうございました。 

 平成25年度の防災に関する県民意識調査、これは全ての県民の方が対象で
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すけれども、なかなか水とか食料の備蓄をしているかということになるとま

だまだ啓発が必要な部分があると思いますので、どうかしっかりとそのあた

りをお願いさせていただきたいと、そのように思います。 

 実際、やはり、孤立が想定される地域の方は特に、水や食料など、３日間、

また、携帯ラジオや懐中電灯等、そういったのを自分たちで、自助、共助で

整備しておいていただくことによって、大規模災害、また、広域的な災害が

発生したときに、その地域の方が自立を、３日間なら３日間、とにかく自分

たちで頑張ってもらえれば、緊急かつスピーディーな対応が必要な被災地の

ほうに限られた災害支援の資源というものを集中的に、また、効果的に投入

できると思いますので、そのためにも災害予防、発災後対策のためにも、孤

立地区対策を、防災対策の大きな、たくさんある対策の中の一つではありま

すけれども、どうかその地域の方々とともに進めていっていただきたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

 最後に、家族の絆一行詩コンクール作品集の有効活用についてお伺いをい

たします。 

 このコンクールは、みえのこども応援プロジェクトとして、みえ次世代育

成応援ネットワークの皆様をはじめ、多くの企業の御協賛をいただき、2010

年から、ありがとうの一行詩コンクールとしてスタート、2013年から名称を

現在のものに変更し、これまで５回行われております。 

 これが５年分の作品集となっておりますけれども（現物を示す）、最優秀

賞をはじめ、代表作をまとめた作品集でありますが、ふだんなかなか口に出

して言えないありがとうを、また、家族だけではなく、大切な友達や学校の

先生、そして地域の方へなど、いろいろなありがとうというものがおさめら

れており、共感とともに、とても心が温まるすばらしい作品集となっており

ます。 

 応募総数は１回目が約4000作品、２回目が約6000、３回目が7000弱、４回

目が7000強、そして、最新の５回目は8000を超える応募をいただき、着実に

増えていることを大変うれしく思っております。 
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 いろいろなありがとうと言いましたが、例えば、代表作、幾つか挙げたい

と思うんですが、「母へ」というふうにあります。「僕は身体が不自由だけ

ど何も不便を感じないくらい幸せです 毎日とても楽しく過ごしています 

生んでくれて ありがとう」、津市、高校２年生、伊藤さんという方でござ

います。 

 例えば、先生へ、「恩師へ」、「ありがとう、いつも本気で向き合ってく

れて ありがとう、僕のことで泣いてくれて ありがとう、自分の子供みた

いに接してくれて ありがとう、先生に会えて本当によかった」、尾鷲市、

高校３年生、松森さんという方の「ありがとう」の一行詩です。 

 また、「地域の人へ」、「暑い日も寒い日も毎朝交差点に立って『いって

らっしゃい』と声をかけていただき、ありがとうございます。たった一言だ

けど、いつも元気をもらっています。」、津市、中学３年生、矢野さん。 

 こういった作品がつづられております。大変心が温まる、また、そういっ

たことを思ってくれているということがわかる、そういったすばらしい作品

集だと思います。 

 今、パネルを出させていただきましたが、（パネルを示す）これが応募に

ついての応募用紙という形になります。 

 左下のほうにはがきがあります。ここで注目するのは50円切手を張ってく

ださいなんですね。料金後納ではないんです。わざわざ応募者に50円切手を

張ってもらって出してもらえる数が7000とか8000とかあるということであり

ます。その事実、大事にしないといけないと思います。県に余裕があれば、

ここは料金後納で来年からはやってもらいたいと思っております。 

 また、もう一枚、（パネルを示す）裏面のほう、右下のほうに、個人、ペ

アというのがあります。個人の方に送る場合と、ペア、２人でペアで作品を

つくるという、そういったすばらしい取組、両方、個人でもペアでもいいと

いう形なります。 

 こういったことで募集を、また今年も夏から秋にかけてあると思いますの

で、１人でも多くの方に御参加をいただきたいと思います。最優秀作品など
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の賞の授与は子育て応援！わくわくフェスタの中で、毎回知事のほうから授

与されていると思っております。 

 さて、ここで、子ども・家庭局は平成25年版成果レポートの中で、この作

品を活用してコンクールの効果的な周知、啓発を図るとともに、学校で応募

作品を教材として活用したり、家庭へ持ち帰り家族で考えるような流れを検

討するなど、学校における取組の促進を図っていきますと、そのように書い

ていただいておりましたので、私も陰ながら本当に心から期待をしておりま

したが、平成26年度予算ではその取組がなかなか見えてきておりません。啓

発に関しては応募作品の数からも頑張っていただいていることは推察ができ

ますが、学校をはじめ、有効活用に関してまだまだ努力が必要なのではない

かと、そのように考えております。 

 そこで、質問ですが、家族や友達、そして地域とのきずなをさらに大きく

強く広げるためにも、また、応援くださる企業等の皆さんにお応えをするた

めにも、成果レポートにも記されたようにしっかりと学校等で有効活用して

いくべきだと思いますが、局長のお考えをお聞かせください。 

   〔鳥井隆男健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（鳥井隆男） 家族の絆一行詩コンクールの学

校における取組の促進についてお答えをいたします。 

 家族の絆一行詩コンクールは、子どもと大人がなかなか伝えられなかった

ありがとうの気持ちを伝え合うことで、日々支えてくれる家族や地域の大人

たちの存在の大きさを再認識し、人から認められる喜びを感じ、家族や地域

とのきずなを深めるとともに、子どもが安心して自分らしく育つということ

を目的に実施をしておりまして、議員が先ほど紹介をしていただいた優秀作

品のとおりでございます。 

 募集に際しまして、小・中や県立の校長会等において授業での取組や夏休

みの宿題としていただくなどの依頼をし、あわせて県内の小・中・高の全学

校に議員が先ほどお示しいただいた応募チラシを配布いたしました。その結

果、全体の8123点の応募のうち、県内学校からは全体の72％に当たる5822点
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の応募がございました。 

 また、２月11日には県庁講堂において、子育ちサポート公開講座とあわせ

て入賞者の表彰式を行ったところ、受賞者や審査員から親子や地域のきずな

を強く感じさせるというような温かいメッセージもいただいております。こ

のコンクールを通して、家族や地域、友達とのきずなを考える機会を一定提

供できたのではないかと考えています。 

 今後、入賞作品を掲載した作品集は、各学校へも配布を行っていきます。

特に今年度は応募に際してメッセージカードというのをつけることといたし

まして、ありがとうの気持ちを直接相手に手渡せるとか、あるいは、また、

そのカードを使って授業や学校内掲示に活用いただけるように少し工夫をさ

せていただいたところです。引き続き学校においてメッセージカードや作品

集が活用されるよう、教育委員会と連携し、現場の意見もよくお聞きしなが

ら、理解を得ながら、家族や地域とのきずなが感じられるような取組にして

まいりたいというふうに考えております。 

   〔24番 今井智広議員登壇〕 

○24番（今井智広） ありがとうございました。 

 学校のほうにも作品集を配布してもらって、教育委員会と連携をとってい

ただきながら活用してもらうということでありましたので、教育長のほうに

も一言聞きたいと思います。やっぱり学校現場でしっかりと有効活用してい

ただき、それに触れてもらった子どもたちの力で家族や地域へと、またその

感動とかありがとうが広がることが大変重要であると思います。 

 コメントを山口教育長もいただいております。最後のところだけ。世代を

つなぐありがとう、この言葉の持つすばらしさをより多くの方々に感じてい

ただきたいと思いますと書いていただいております。でありますので、学校

での有効活用について、山口教育長のお考えをお聞かせください。 

○教育長（山口千代己） 県教育委員会といたしましては、この作品集にある

ありがとうという言葉の持つすばらしさをより多くの子どもたちが感じられ

るよう、家族の絆一行詩コンクールの取組について市町教育委員会の理解を
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得ながら、健康福祉部と連携を図り、事前の応募や事後の活用、普及啓発に

ともに取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

   〔24番 今井智広議員登壇〕 

○24番（今井智広） どうもありがとうございました。 

 本当に市町教育委員会ともしっかり連携をとりながら、また、子ども・家

庭局とも連携をとりながらこの輪というものを広げていくこと、そのことが

一番、基盤を、ありがとう、また、そういった思いを共有することによって

一番重要な基盤の土台の部分をつくり上げていく、そういった作品集、その

アイテムの一つじゃないかなと思いますので、今後とも有効活用をよろしく

お願いいたしまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○副議長（前田剛志） ４番 小島智子議員。 

   〔４番 小島智子議員登壇・拍手〕 

○４番（小島智子） 皆さん、改めましてこんにちは。新政みえ、桑名市・桑

名郡選出の小島智子です。今日は５人目ということで、それぞれ皆さんお疲

れのことだと思いますけれども、60分間やりとりをさせていただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 議長のお許しをいただきましたので、早速、始めます。 

 平成26年度の三重県経営方針案の１番目に、少子化対策、これが掲げられ

ています。まず、このことについて知事に、知事提案説明でもお聞かせいた

だいたり、ほかの方の質問にいろいろお答えいただいたりしているんですけ

れども、なぜ今、少子化対策が県政の第１の方針であるか、知事の意気込み

とともにお聞かせをいただきたいと思います。 

 先日の代表質問、中村進一議員の少子化対策に係る質問に対する回答の中

で、家族のきずなづくりが重要と位置づけ、先ほどもありがとうのところで

少しありましたけれども、家族観の醸成を図るため、中学校教員や県立高校

云々というようなお答えがありました。また、子ども・思春期のライフス
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テージにおいても、ライフプラン教育において中学生向けに家族観の醸成、

医学的な妊娠云々のため、中学校教員向けのパンフレット等をつくるという

ようなこともございます。 

 家族という言葉から想像するものが一様でなくなり、多くの形の家族が今、

存在しているということは誰しもが知っていることだと思います。中には、

大変残念なことですけれども、家族って何かとかどんなものかということを

想像すらできない子どもたちがいることも事実です。そのような中での家族

観、基本的にどのようにお考えか、それもあわせてお示しいただければと思

います。よろしくお願いいたしします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 少子化対策に今、取り組む理由と意気込み、それは様々

な家族の形態を踏まえてどのように進めていくのかということでございます。 

 県民意識調査や全国調査から明らかなように、県民の皆さんが結婚するこ

とや子どもを持つことに理想と現実のギャップが生じており、希望する人の

その思いがかなえられていない現状にあります。 

 一方、少子化の進展は我が国の社会経済システムや地域のあり方に大きな

影響を及ぼす社会的課題であり、これまで1.57ショック以降、国において少

子化対策が進められてきましたが、少子化に歯どめがかかることなく20年以

上の年月が経過しており、危機感を有しております。こうした三重県をはじ

めとする全国の地方自治体における危機感の高まりを受け、今回、三重県の

提言を契機として、国においては少子化危機突破の取組として地域少子化対

策強化交付金が創設されました。 

 このように、国、地方とも少子化対策に真剣に待ったなしで取り組む機運

が盛り上がりつつある今このときをチャンスと捉え、県民の方が結婚や出産、

子育てに希望を持てる三重を目指して、平成26年度の重点テーマに少子化対

策を位置づけ、新たな取組を推進していきたいと思いを強くしているところ

です。 

 一方で、少子化対策を進めるに当たっては、価値観の押しつけになるよう
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なことがあってはならないと考えています。少子化対策というとすぐに結婚

させて子どもをたくさんつくらせればよい、いわゆる産めよ増やせよのよう

な誤った認識があるようですが、私も子どもが生まれるのに苦労しましたし、

子どもを持つことに困難な事情を抱える方が多くいることも知っており、大

切なことはそれぞれの個人に応じた当事者目線で少子化対策を進めることが

重要と考えています。したがって、三重県の少子化対策はあくまで押しつけ

ではなく、希望する人の希望が希望する形でかなうようにしていく、そのよ

うな希望を持てるようにサポートしていくということが主眼です。 

 家族のありようも様々です。不幸にして両親を早く亡くされた子どもには

大人との愛着形成が大切であり、その子どもに応じた家庭的養護体制の整備

が重要と考えています。そうした子どもも将来自分なりの形で家族を築いて

いきたいと希望を持ってもらえるようになっていく、そういうことも我々の

願いです。 

 私が常に心しているのは、家族とか夫婦とか子どもの状況はみんなそれぞ

れですので、それぞれに応じたきめ細かな対応が必要ということです。また、

少子化の問題は県民の皆さんの生活にかかわってくる話であり、行政だけで

取り組むのではなく、例えば、会社で働く方がマタニティ・ハラスメントに

つながるような心ない発言をしないとか、お年寄りの方が子育てにイクジイ

のような形で参画するとか、様々な立場、様々な世代の方々が様々な形で協

力し合えることが大切だと考えています。 

 繰り返しになりますが、少子化対策は人それぞれに受けとめ方が異なるも

のであることを十分胸に刻みつつ、当事者目線を大切にして様々な方の希望

がかなう三重を目指して取組を進めていきたいと考えています。 

   〔４番 小島智子議員登壇〕 

○４番（小島智子） ありがとうございました。やっぱり一人ひとりを大事に

して、そこをベースにやっていくんだ、そんな知事のお気持ちがよく伝わっ

てくるお答えだったと思います。 

 お子さんが少しずつ大きくなられて、雪だるまを一緒につくられたんです
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かね、そんなこともあったというふうにお聞きしましたけれども、掛け値な

しの幸福感というのをきっと味わっていらっしゃると思うんです。望んでい

る人にはそういう気持ちを少しでも、そんな思いは私も理解できます。 

 三重県経営方針案として取り上げられることで、当事者の方はもちろんで

すけれども、社会とか企業とか、そういうところにこの機運が広がることと

いうのはとても意味があるというふうに思います。 

 脅かすものでないと、そうはいっても心配をすることがあります。例えば、

結婚はまだかとか、子どもはまだかとか、子どもは一人っ子やったらかわい

そうやないかというふうに、実は踏み込まれたくないところに踏み込まれて

しまう、そんなことも起こってしまうのではないか、三重県の経営方針とし

て掲げるのであれば、その点についての認識、配慮も十分にしつつ進めてい

ただきたいというふうに思います。この点については、各事業の進捗状況も

そうですけれども、しっかりと現状把握をして意識をし続けていただきたい

と、このことは申し上げておきたいと思います。 

 家族ということについては、家族観というのは大変難しいなというふうに

思うんです。一様にこれが家族観だというふうに言いにくいと思うんです。

なぜかなと思うと、誰しも自分が育った家族というのがベースになりますか

ら、そこを中心に考えてしまう。子どもたちが特に一緒にずっと過ごしてい

く学校という場なんかでは、ライフプラン教育を進めていくときに、様々な

環境下で子どもたちがいるということとか、それから、未来への希望とか展

望が見えるものにしていただきたいなというふうに、これはライフプラン教

育の中身にかかわっての話になろうかと思いますが、このことも要望させて

いただきます。 

 また、特に高校生について、お医者さんとか助産師さんなんか、プロの方

に妊娠や出産についての医学的な内容も知識として伝えていくこと、これが、

組み込まれていくようです。それにぜひプラスをしていただきたいのが、例

えば男性で育休取得経験のある方から実際にお話を聞くとか、子どもを育て

ている夫婦の方に来ていただいて、やっぱり大変なこともある、けれども、
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こんな喜びもあるというようなことを、直接人として伝えていただくこと、

こんな教育内容もつくっていただけたらなということもあわせて要望させて

いただきます。 

 では、第２のところで、妊娠・出産のステージでの不妊治療について取り

上げさせていただきたいと思います。 

 不妊治療についての助成として国の制度では、顕微鏡受精ですとか体外受

精といった保険適用外の特定不妊治療を受ける年間所得730万円未満の夫婦

に対して１回当たり最大15万円を助成等のプログラムがあります。県では、

このうち所得400万円未満の夫婦についてさらに最大10万円を市町と折半し

て上乗せすると。そして、平成26年度からはさらにそのうち無精子症などで

夫が精巣から精子を取り出す治療を受けた場合に限り、最大５万円を市町と

ともに助成をすることというふうにしています。 

 周りでやっぱり不妊治療を受けている方がみえまして、大変高額になると

いうこと、それから、三重県内にとどまらず、遠い方は九州まで行かれると

いうようなお話をお聞きしています。ですので、実際、経済的支援をすると

いうことは大変有意義なことだというふうに思います。男性の不妊治療の助

成というのは金額的にそれほど高くはないんですけれども、けれども、その

不妊の半分は男性に原因があるということ、なかなか男性って治療に結びに

くいというお話も聞いていますので、治療してみようという機運につながる

ということが大きなことなんだろうなというふうに理解をさせていただいて、

期待もさせていただくところです。 

 先ほど申し上げましたけれども、不妊治療、大変時間がかかります。それ

から、回数も必要です。どうしてもこの日に行かなければいけないという内

容もあります。働いている方にとっては、仕事をおいて出ていきにくい、そ

れから、職場でのサポートがないなど、実際に治療に結びつけられるかどう

か、これがとても大きな課題だというふうに一方で考えます。経済支援だけ

では難しい現状があるというふうに思いますけれども、職場、仕事をしてい

るところとの関係で何か具体的に進めようとしていることがあればお聞かせ
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をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 不妊治療について、経済的支援だけでなく、社会づくり

というか企業の職場環境づくり、そういうものについての取組ということで

ございます。 

 今、日本では夫婦の６組に１組は不妊検査や不妊治療を受けたことがある

と言われています。このような方々で会社に勤められている方の中からは、

休暇の理由を職場に説明しづらい、職場の上司や同僚が理解してくれない、

不妊治療に専念するため、会社をやめざるを得ないというような声が上げら

れており、治療のために休むことを阻害するような職場風土が存在している

ことを非常に残念に思っています。 

 このため、少子化対策の様々な取組の一環として、男女ともに仕事を続け

ながら不妊治療が受けられるような職場環境づくりが必要であると考えてい

ます。県としては、こうした職場環境の改善に向けて、例えば昨年の春と秋

にも国に対し企業における休暇制度の導入を働きかけることを提言してきま

した。このような中、国においては本年２月に、不妊治療の内容や休暇制度

の充実、プライバシーへの配慮といった不妊治療への理解を深めるための

「従業員が希望する妊娠・出産を実現するために」というパンフレットが作

成されました。また、県では不妊治療への理解を広めるため、医療機関と連

携して講演会を開催することとしています。来年度実施を予定している企業

子宝率調査については仕事と子育ての両立にすぐれた職場風土を持つ企業に

ついて調査を行うこととしていますが、あわせて、不妊治療に対する休暇制

度やマタニティ・ハラスメント防止対策などについての実施状況も調査を行

い、すぐれた取組の水平展開を図っていきたいと考えています。 

 また、不妊治療は女性が受ける場合、排卵周期に合わせた通院が求められ

るため、あらかじめ治療の予定を立てることは困難であり、従業員が治療の

ために休めるかどうかと悩むことのストレスを取り除いて安心して働けるよ

うに取り組むことは会社にとっても重要なことです。そのためには、制度と
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風土の両方が重要です。しかしながら、いまだ県内企業においても、そもそ

も不妊のための休暇制度を整備している企業も少ないのが現状です。 

 そこで、産業界も参画いただく予定の三重県少子化対策推進県民会議（仮

称）等において、例えば不妊治療を目的とした休暇制度の導入、あるいは多

目的休暇の取得時間に不妊治療を追加する、あるいは積立休暇の使用理由に

不妊治療を追加するなど、不妊治療に対する休暇制度の具体的な充実やそれ

を活用できる職場風土づくりについて御理解を求めていきたいと考えていま

す。 

 いずれにしましても、不妊治療については、今回の男性や２回目以降の女

性追加も含めて、経済的支援のみということではなく、安心して治療を受け

ることができる職場環境づくりや社会全体としての理解促進など、関係機関

と連携して進めていきたいと考えています。 

   〔４番 小島智子議員登壇〕 

○４番（小島智子） 制度と風土を整えていきたいんだということ、大変うれ

しく思います。やっぱり国でもそういう動きがあるようですけれども、ぜひ

県において、やっぱりこれだけ来年度の三重県経営方針案のトップに上げる

わけですから、三重県はそういう意味で大変職場風土づくりが進んでいると

本当に思っていただけるような、そんな具体の推進をしていただきたいと思

います。 

 国立社会保障・人口問題研究所2010年調査、もうすぐ2013年調査が出され

るんですかね、10年調査によると、不妊を心配したことのある夫婦の割合は

31.1％というふうに出ているそうです。実に３組に１組が本当にそのことを

心配している。これは前回の調査より５ポイント上がっているというふうに

言われていますから、この2013年の調査ではどのぐらいに上がってくるのか

なということも大変懸念されるところではあります。 

 実際に仕事を抜けにくいという話もデータであらわれていまして、東京の

話ですけれども、ＮＰＯ法人Ｆｉｎｅというところが治療中の約2000人にし

たアンケート結果によると、86.6％もの方が、女性ですけれども仕事に支障
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を来したことがあるというふうにお答えになってみえます。本当に大きな課

題だと思いますので、マタニティ・ハラスメントのない職場づくり事業等と

あわせてこのことも進めていただきたいと思います。 

 次に、働き方のステージのところで、ハラスメント防止にかかわってお伺

いしたいと思います。 

 マタニティ・ハラスメントという言葉は今もう本当に大きく市民権を得て

いると思いますけれども、立教大学社会福祉研究所研究員、長く研究されて

いる女性の杉浦さんという方がみえまして、この方の研究によるとマタニ

ティ・ハラスメントと一口に言っても四つの側面がある。一つは雇用ハラス

メント、もうやめたほうがいいよとか、そういう雇用に関するハラスメント。

それから、二つ目が身体的ハラスメント、不調を訴えてもなかなか軽減され

ないというようなこと。実はこの身体的ハラスメントについては、必要な措

置や配慮が得られないことで切迫流産や早産になって仕事をやめざるを得な

い、これが自己都合退職になるというような目に見えないハラスメントにも

つながっているという実態があるというふうに言われています。そして、三

つ目は精神的なハラスメント、心ない態度、あるいは言葉なんかで大変傷つ

く。四つ目は社会的ハラスメントと言われています。働く妊婦さんへの社会

からのまなざし、そんな大きなおなかをして働かんでもええやんかとかかわ

いそうになというようなことなんだそうです。このハラスメントについては、

個人的な問題だけではない、社会的な、構造的な課題があるなということが

よくわかると思います。 

 このハラスメントにかかわって、２点質問をさせていただきます。 

 １点目は、来年度事業の中で、新規事業でマタニティ・ハラスメントのな

い職場づくり事業というのがありますけれども、具体的にどのような内容で

進められようとしているか。 

 それから、二つ目は、妊娠・出産自体は女性本人にかかわることが大部分

ではありますけれども、男性がかかわることについて周囲がどう受けとめて

いるのかということです。例えば、男性が育休をとる、育児短時間勤務やフ
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レックス勤務をする、子どもが病気のとき、学校の関係で休みをとるような

ことに対して、妨げる言動があるのではないかというようなことです。評価

や昇進に響くよとか、妻がいるんだから何も君が休むことはないやんかとか、

妻に任せておいたらええやんかといった言葉があったり、実際の言葉はなく

ても言外の圧力のようなものも感じたりすることがあるのではないかと思わ

れます。 

 このマタニティ・ハラスメントに対して、男性に対するハラスメントをパ

タニティ・ハラスメント、パタニティは父性という意味ですけれども、パタ

ニティ・ハラスメントというそうですが、私は男女がともに子どもを育てる

土壌をつくっていくには、このパタニティ・ハラスメントを何とかするとい

うことこそ必要だというふうに思います。このハラスメントに対してどのよ

うに取り組まれようとしているのか。 

 具体の事業の内容と、そしてパタニティ・ハラスメントについてというこ

とで答弁をお願いしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） ２点御質問いただいたうちのマタニティ・ハラスメント

の事業の内容については担当部長から答弁させますが、私のほうからはいわ

ゆるパタニティ・ハラスメント対策やその考え方について述べさせていただ

きたいと思います。 

 少子化対策として、男女共同参画の視点から、働く女性が安心して妊娠、

出産し、子育てしながら生き生きと仕事を続けていけるよう、女性に対する

育児支援だけでなく、男女でともに子育てしていけるよう、男性が育児に参

画することができる職場環境づくりへの支援も重要です。しかしながら、議

員御指摘のとおり、現状の、例えば男性の育児休業取得率は1.89％にとどま

り、男性の育児休業の取得や育児への参画を妨げるパタニティ・ハラスメン

トも、連合の調査によると11.6％、実に９人に１人が受けています。 

 私自身も育児のための休暇をいただいたわけですが、これも周囲の皆さん

の理解と協力があったので実現でき、大変感謝をしています。一方で、職場
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外ではありますけれども、何度か心ない言葉を浴びさせられたこともありま

す。その瞬間は大変つらい思いもしたこともありますけれども、私はこうい

う知事という立場ですので、三重県民の方で仕事と家庭を両立しようと頑張

ろうとしている男性にとっても女性にとっても、そんな思いをする人が今後

出ないようにしたい、そういう思いを改めて強くし、今年度も男性の育児参

画に関する様々な事業を展開していこうと考えたわけです。 

 県では、後ほど部長が説明しますが、マタニティ・ハラスメントのない職

場づくり事業として三つの事業を行うこととしています。その中で、企業の

経営者、幹部等へのセミナーや職場での研修会において、男女がともに子育

てしていくことの重要性への認識を深め、マタニティ・ハラスメントとあわ

せてパタニティ・ハラスメントについても理解を促すとともに、社員が支え

合う、助け合う、お互いさまの職場風土づくりを支援していきたいと考えて

います。 

 いつか自分も似たような立場になるかもしれないからと配慮するお互いさ

まの気持ちを持つことは、男性も育児参画しやすくなるとともに、介護や本

人の病気などにも対応でき、子育て世代だけでなく全ての世代が働きやすい

職場づくりにもつながります。 

 また、本年６月に開催されるファザーリング全国フォーラムｉｎみえで男

性の育児参画の機運の醸成を図るとともに、男女共同参画センター（フレン

テみえ）で、男性の育児参画に関する講座を開催したり、企業等への出前講

座を行うなど、環境整備に取り組んでいきます。 

 さらに、先ほど不妊治療の部分で述べました企業子宝率調査や県民会議の

場を活用した啓発も進めてまいります。 

 男性も女性も、それぞれのライフステージに応じてその能力と個性を十分

に発揮することができる男女共同参画を進めていくことは、少子化対策にも

つながるものであるとともに、それぞれの家族の状況を踏まえた対応をそれ

ぞれが自ら選択していける、そういう状態を、一人ひとりがそれを受け入れ

る、お互い理解することができる、そんな職場や地域が増えていくことが本
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当に成熟した地域となっていく過程であり、本当に豊かで幸福を実感できる

地域になっていくプロセスなんだと考えております。様々な関係者の御理解

と御協力を得ながら、着実に進めていきたいと思います。 

   〔竹内 望環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（竹内 望） 来年度、マタニティ・ハラスメントのない職場

づくり事業に取り組んでいきますけれども、三つの観点から取り組んでまい

ります。 

 一つ目は、女性を活かす職場づくり支援事業ですけれども、これは、企業

の経営者あるいは幹部の方を対象といたしまして、雇用機会均等法あるいは

育児・介護休業法におけるいろんな規定の遵守、あるいは女性の活躍を進め

ることの必要性への理解を深めていただこうということ、それから、マタニ

ティ・ハラスメントの防止と、妊娠・出産・育児期の社員への支援制度の整

備、こういったことを促そうというものでございます。 

 二つ目は、職場風土づくり支援事業なんですけれども、これは、企業のほ

うで開催していただきます研修会、こういったものに講師を派遣いたしまし

て、妊娠あるいは出産に対する従業員の皆さんの理解を深めていただこうと、

そういうことでマタニティ・ハラスメント防止の意識向上を図るとともに、

社員の皆さんが支援制度を利用しやすい、そういう職場風土づくりを促して

いこうというものでございます。 

 三つ目は、女性のキャリア継続支援事業なんですけれども、これは、妊

娠・産休・育休中をはじめとする働く女性を対象といたしまして、関係法令

あるいは支援制度などの情報を提供するとともに、先輩のママを交えまして、

妊娠、出産後の働き方を語る、そういう女子会を開催して、働き続ける意欲

を支援していこうというものです。 

 こういった三つの視点からマタニティ・ハラスメントのない職場づくりに

取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

   〔４番 小島智子議員登壇〕 
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○４番（小島智子） ありがとうございました。 

 11.6％がパタニティ・ハラスメントの経験者である。もしかしたらもっと

多いのかな。なぜか。挑戦をした経験がないのでパタニティ・ハラスメント

に遭うこともない。そんな気もいたします。やっぱり男性も女性も、それぞ

れ男性だけに対する、女性だけに対するハラスメントではなくて、お互いに

する立場になるんだということをみんなが理解することが一番大事かなとい

うふうに思いますので、そんな職場風土づくりが具体の取組の中で進められ

ると大変ありがたいなと思います。 

 先ほど竹内部長の御答弁でも具体のことがいっぱいあったんですけれども、

私はぜひ管理職の研修の中で、例えば労働基準法あるいは男女雇用機会均等

法の中に母性健康管理制度というのがあるはずなので、そこは具体的に何を

どうしなくちゃいけないかということをやっぱり制度的にもちゃんと管理職

の方が知っていてくださること、それが大変大事かなというふうに思うんで

す。思いだけではなかなかいかないところもあるので、具体の法や制度とし

ての理解というのも進めていただきたいなというふうに思います。 

 個人的な状況だけに集約をしていくとなかなか、仕事が忙しい職場だとか

いろんなことの中でハラスメントが起こりがちなのかなというふうに思うん

ですね。やっぱり、先ほど申し上げたようにこのハラスメントというのはい

ろんな構造的なものが重なって出てくるものだというふうに理解をしている

ので、そこを取り除くためにここをするということをきちっと職場の管理職

の方が理解することというのは非常に大事だと思いますので、そこを理解し

ていただけるような管理職研修をぜひやっていただきたいなというふうに思

います。 

 職場の方についても同じです。困っている方や大変な方を助けましょうと

いうだけの研修では気持ちだけの問題になってしまいますのでそれだけでも

だめかなというふうに思いますし、一方で、助ける周りの方にはしわ寄せが

行くことも事実なんですよね。ありがとうというふうに上司が認めることも

また、職場風土をよくしていくために必要なことなのかなというふうに思い
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ますので、その辺をぜひ進めていただきたいなというふうに思っています。 

 育休の話が出ました。1.89％、これが男性の取得率だというふうな話があ

りましたけれども、ちょっとフリップを見ていただきたいと思います。（パ

ネルを示す）1.89％とは言われているものの、中身をもっと見ていくと実は

はっきりと育休とは言えないようなものもこの中には入っているのではない

かということです。育休１日から５日というのが４割、５日から２週間とい

うのが２割、合わせて２週間未満が６割を占めると。雇用保険から育児休業

給付金、これは月に20日以上育休を取得した方に支払われるものですけれど

も、これを受給した男性はわずかに0.39％しかいないということがわかります。 

 男性も女性同様、育休取得がなかなか進まないなという気がいたします。

ライフネット総研が子どもを持つ男性を対象に行った調査によると、勤務先

に育休受け入れムードがあると答えたのは23.6％、４分の１なんだそうです。

先ほどの午前中の日沖議員の質問に知事が答えられて、県庁の中では何をす

るんですかということで何点かずっと挙げられていました。育児関連休暇の

取得を推進するんだとか、10％育休取得者を、今もそうだけれども乗せてい

くんだとか、支え合う環境づくりを進めていくんだ、４段階の上司との面談

をしていくんだ、子ども参観なんかもするんだ、いろんな手を打っていただ

いて大変いいなというふうに思うんです。ぜひ、この県庁自体が県内で最も

進んだそういう環境を持つことになることを大変期待しています。職場風土、

風土を変えるのは共感の連鎖だというふうにいいますから、その共感が広が

ることを期待します。 

 今、新聞でコメントなんかをよく書かれている東レ経営研究所の渥美由喜

さんという方がみえますが、その方にお話を聞いたことがあります。 

 今、企業においては、トップは割と、ワーク・ライフ・バランスとか、そ

れからダイバーシティーの推進ということに非常に関心があって、していか

なくちゃいけないと思っている。けれども、企業においてですよ、問題にな

るのはその下の部課長の層だ。彼はこの層を称して粘土層だと言うていまし

た。いろんなことが下に浸透していかない。この粘土層には二つあり、一つ
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は紙粘土だ。紙粘土は、例えば自分に娘がいるというようなことで、いろん

な経験を見聞きすることで溶けていく。もう一つはかた粘土だ。御自身は超

ワーク・ライフ・アンバランスであって、なかなか具体の数値等を上げない

と溶けていかない、理解をしない。県庁にいらっしゃる部課長さん方は決し

て粘土層ではないと思いますけれども、どこか頭の片隅に、自分は今、粘土

になっていないかということを思い描いて進めていただけるとありがたいな

というふうに思います。 

 先日、結婚についてある若い方に聞きました。どうですか、若い層、結

婚ってしようと思いますか、相手がいたらできると聞いたら、その方、美容

業界の方だったんですけれども、こんなふうに言っていました。僕は正規で

ここで働いているけれども、美容業界というのは明日必要なお金を今日稼い

でいるみたいな側面もあって、将来、先行きへの不安みたいなものは漠然と

ある。結婚はしようと思っているけれども、子どもって言われると何人って

持てるかなというふうに思うんやと言うてみえました。 

 少子化対策のベースというのは、今日、雇用経済部長が答えてみえました

けれども、安心して暮らせるだけの収入とか、将来的な見通しがあるかどう

かということだというふうに思うんです。長期のインターンシップなんかは

すごく効果的だというお話を先ほどお伺いしましたので、ベースを確固たる

ものにぜひするように県の施策を進めていただきたいと思います。 

 それから、もう１点、中村進一議員が代表質問で、子どもの育ちという側

面でこの少子化対策について質問されていたかなというふうに思います。国

においては子どもの貧困対策推進法も議員提案ということで成立をしました。

その課題もありますので、子ども条例の理念も含めてその少子化対策を

ばーっと進めていく中で、子ども条例の理念が決して埋もれてしまうことの

ないように、このことだけは常に念頭に置いてぜひ進めていただきたいなと

いうことを申し上げてこの項を終わりたいと思います。 

 二つ目は、障がい者雇用についてです。 

 平成26年度、新たに、アンテナショップカフェ、提案ではステップアップ
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カフェ（仮称）を立ち上げるというふうにしていただいています。平成25年

度の事業の中でいろんな仕組みづくりの検討をするんだと、それを受けての

カフェづくりということだというふうに思いますけれども、中核を担う場と

して期待もしているところなんですが、このカフェについて何点か質問させ

ていただきます。 

 まず、一つ目、このカフェの運営の主体は誰が担うのか。独立した経営者

を何らかの形で選定するとか、あるいは作業所の共同運営とかいう形ももし

かしたらあるのかもしれません。カフェの専門家としての力を重視するのか、

あるいは障がい者雇用の経験を重視するのか。雇用に関する経験がない場合、

ジョブコーチがその支援をするんだと思いますけれども、十分にジョブコー

チがその足らざるところを担い切れるのかといった課題も想定されます。ど

んな形にしろ一回つくったら、人が働く場、かかわっていく場、雇用支援の

場ですから、継続することが一番大事なんだろうというふうに思います。ま

た、赤字を補塡するために税金を投入し続ける場にしていくということは望

ましいことではない、採算をとれる場にしていくこと、これが最も求められ

るというふうに思いますが、その点を含んでの運営主体について教えていた

だきたい。 

 次に、ステップアップカフェで誰が働くかです。津市内の一つの作業所か

ら例えば何名かを募ってくるのか、幾つかのところから１名ずつ、何とか一

般雇用に結びつけられるなという方に来ていただくのか、通うことが可能な

全てのところにアプローチするのか、また、特別支援学校との関係で、在学

中も通いながらその経験を生かして卒業後カフェで就職するということを考

えるのか、また、独自にカフェとして採用をしていくのか。 

 次に、カフェにおいてどんな仕組み、中間支援機能というものを持たせる

ということですので、つくって一般就労に結びつけようとお考えでしょうか。 

 そこで訓練を受けた人が一般就労等に移行する仕組みをどうやってつくっ

ていくかというのが、このカフェが担うべき一番大きな、一番大切な課題で

あろうというふうに思います。企業とのマッチングを行うジョブコーチはお
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一人です。カフェ機能についてのジョブコーチがお一人ですので、その方の

経験等にも左右されるのかもしれません。それから、企業での就労継続が難

しい場合、カフェを通って企業に行っていただいた場合に、もしそこが難し

ければカフェにもう一回戻ってくるという仕組みはあるのでしょうか。人が

どう循環するかということ、これが一番大事だというふうに思いますので、

そのことについてお聞きをしたいと思います。 

 お答えいただく前に一つ御紹介をします。 

 東京青山に本社を置く株式会社アイエスエフネットというＩＴ関連企業が

あります。ここは障がい者雇用のために、例えば特例子会社ですとか、あり

とあらゆる形態のものを自分の企業グループの中につくって持っています。

そこがカフェも運営をしています。今、割と全国展開で９カ所ほどですかね、

レストランも含めて持っていらっしゃるかなというふうに思うんですけれど

も、形やそこにかかわる人は、実は様々です。 

 一つ目は、福島なんですけれども、今はもうレストランと一体になってい

ますが、二本松に移行もしてもらっていますけれども、そこはカフェ独自と

して採用をしました。知的障がいの方と精神障がいの方を、そこで面接もし

て、６人最初は採用をしています。コップにお水を注ぐということが難し

かった。その支援をするのは全部普通の会社の社員さんだったので、すごい

困難をきわめながらやったというお話も伺いました。とはいえ、ＩＴの会社

ですからアプリケーション連動型のオーダー処理システム、ｉＰａｄを使っ

て、それがレジと連動してというようなシステムを使って、できることを最

大限に発揮してもらってやっているというようなお話もあります。 

 それから、愛知県では、特別支援学校の保護者とタイアップをして、この

子たちが出た後の働く場をつくりたいということでのカフェの創設というこ

ともやっていただいています。 

 このような企業グループをカフェの運営主体として導入をするということ

も選択肢の一つなんだろうというふうに思うんですけれども、以上３点です

かね、今後のタイムスケジュールも含めてお答えいただければと思います。
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よろしくお願いします。 

   〔山川 進雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（山川 進） ステップアップカフェ（仮称）の運営主体、働

く人、その仕組みということで３点ほど、順次、御答弁を申し上げます。 

 ステップアップカフェ（仮称）の運営主体につきましては、県内をはじめ

広く公募を行いたいと考えております。県民が、障がい者が当たり前に働い

ている姿に接することができる場、県民の障がい者雇用に対する理解を促進

する場として安定的に継続運営できるよう、障がい者雇用に対して熱意、高

い関心を持つ企業、障がい者の一般就労への支援に対する意識の高い企業、

多機能型障がい者就労支援事業所などから、事業の提案の内容を審査して選

定していきたいと考えております。 

 また、障がい者の一般就労への課題といたしまして、障がい者の訓練の場

として緊張感があるリアルな体験の場が必要、一般就労へ移行を促進するト

レーニングを県内就労支援事業所等と、連携して行ってほしいといった御意

見を、障がい者就業・生活支援センター、特別支援学校等、障がい者を支え

る現場の方々からいただいております。このため、ステップアップカフェ

（仮称）で働く障がい者につきましては、働く意欲が高く、福祉から就労へ

の移行を目指している障がい者の方々を想定しており、例えば、一般就労へ

の支援に特に意欲的な障がい者就労支援事業所や特別支援学校などとの連携

を図りながら実習訓練等に取り組んでいきたいと考えております。 

 カフェに配置する支援人材につきましては、就労支援事業所等から実習訓

練の受け入れ等の調整、主に企業から障がい者雇用についての相談に対応し、

適切な支援機関への橋渡し、ブラッシュアップした障がい者就労支援事業所

の物品等を企業で取り扱っていただくための働きかけ、障がい者と企業や県

民が交流する場づくりなどの役割を担っていただきたいと考えております。 

 また、ステップアップカフェ（仮称）を通じて一般就労された障がい者に

つきましては、就労後も安心して働くことができるようフォローアップに取

り組み、必要に応じて途切れのない支援が受けられるよう、障害者職業セン
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ターや障がい者就業・生活支援センターとの連携を図っていきたいと考えて

おります。 

 さらに、障がい者雇用を推進するためには県民総参加で取組を進めること

が重要であると考えていることから、ステップアップカフェ（仮称）を支え

る仕組みといたしまして、障がい者雇用の取組についての支援やＰＲの協力

といった企業による支援、県民に幅広く応援いただき、カフェの活用を通じ

ての交流といった障がい者との交流、地域、企業でのイベント等による商品

販売の協力といった商品の購入などに取り組む応援組織についても検討して

いきたいと考えております。 

 議員から御提案のございましたアイエスエフネットハーモニーは、運営事

業者の対象の一つになるのではないかと考えております。また、同社が、障

がい者就労支援事業所や特別支援学校など支援機関との連携や、農業と福祉

の連携など、地域全体で障がい者雇用を推進する仕組みづくりに取り組んで

おられる視点はステップアップカフェ（仮称）の整備に参考となることから、

今後、障がい者就業・生活支援センター、障がい者就労支援事業所、特別支

援学校、産業界、労働界等と引き続きしっかりと議論を行い、ステップアッ

プカフェ（仮称）にどのように応用できるかについて検討を進めてまいりた

いと考えております。 

   〔４番 小島智子議員登壇〕 

○４番（小島智子） 丁寧に細かくお答えをいただきました。 

 運営主体ですけれども、公募をされるということですね。公募する際に、

何をやっぱり一番してほしいのかということが応募をしてくる側に伝わると

いうことが大事だろうというふうに思うんですね。提案をしてこんなことを

こうやってやりますということをお聞きになって選ばれるんだと思いますけ

れども、そこがわかっていないとやっぱり出発点からかけ違えてしまうとい

うふうに思いますので、丁寧にやっていただきたいと思います。 

 障がい者雇用に理解のある企業というような言い方もされましたけれども、

いろいろやっぱり、実際に支援をしてカフェをつくられた方のお話とかも聞
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くと、本当に簡単なことではないよというふうに言われるんですね。働く方

が、カフェというもののイメージが全くない、行ったことがないというよう

な方もおみえになりますし、これはできるだろうと思ってもやっぱり難しい

場面もあって、そこを丁寧に、やっぱり一緒にいいものにしていくというこ

とを本当に継続的に持っていただけるところでなければいけないだろうなと

いうふうに思います。 

 公募をする際ですけれども、これは県外でもどこでも、いろんなこういう

理念でやりたいというところであればどこでもいいんだと思うんですけれど

も、先ほどアイエスエフネットハーモニーのお話も出していただきました、

こんなことをしようと思いますがいかがですかというような問いかけをこち

らからもしていただくわけなんでしょうか。その点について確認させていた

だきたいと思います。 

○雇用経済部長（山川 進） 産業界と労働界と、いわゆる特別支援学校の先

生方と検討会議を設けておりますので、今、議論をさせていただいておりま

して、例えば、どういうコンセプトでどういうようなものをどれだけしても

らうかというようなことも当然のごとく決めていきますので、例えば、いろ

んな事業所さんに公募する前に、いろんなところにどんなことができるかと

いうのをきちっと聞いた上でそういったものを定めていきたいと考えており

ます。 

   〔４番 小島智子議員登壇〕 

○４番（小島智子） ありがとうございました。 

 お声かけいただいて、事前にというようなこともありますので。進んだ仕

組みを持っているところは本当に、今、日本の国の中にたくさんあると思う

んですね。残念ながら、法定雇用率だけにこだわるわけではありませんけれ

ども、なかなか伸びないという現状がある中で、初めてカフェをつくるわけ

ですから、やっぱりいいものに、最もほかのいろんな苦労や失敗を聞いて、

これならいけるんじゃないかという仕組みをぜひ三重県に持ってきていただ

きたいと思うんです。そのためにどこを選ぶかということ、大変大事だとい
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うふうに思いますので、また、その経過なりについても議論をぜひさせてい

ただきたいと思います。 

 障がいのある方についての訓練で、緊張感あるリアルな場、それは大事や

と思うんですね。中に入ってバックヤードでやる方もみえるだろうし、表に

出てきて注文をとったり、いろんなことをする方もみえると思います。 

 実際、自分の息子さんがカフェで働いていますというお母さんから話を聞

いたことがあります。一緒にお水を運んだりとか、いろんなことをしている

そうなんですが、時々嫌になると寝転んだりしているとかと言うていました

けれども、それでも頑張って行くと言うと行くって言う、やっぱりそこで頑

張って働くことがとても励みになっているというふうにおっしゃっていまし

たので、ずっと継続をして三重県の中ではこういうカフェがあるというふう

に思ってもらえるようなところをつくっていただきたいなと思います。 

 このカフェというのは、平成26年度に2500万ほど予算がついていたかなと

いうふうに思うんですが、年度中にオープンをするというような予定という

ふうに考えてよろしいんでしょうか。お願いします。 

○雇用経済部長（山川 進） 平成26年度中にオープンしていきたいと考えて

おります。 

   〔４番 小島智子議員登壇〕 

○４番（小島智子） ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。 

 ２点目、場所についてです。では、そのカフェをつくるときに、どの場所

が一番いいのであるかということです。 

 今、フレンテみえが候補に挙がっています。見える化を図るとかアンテナ

ショップ機能を持たせるんだというようなことでここを選んでいただいたん

だと思うんですね。 

 先日、三重県総合文化センターに行ったときにフレンテみえの中に入って

いって、ここが候補になっているというところも見てきました。ちょっと奥

まっているかなと思いますが、行こうと思う方にとっては行き着けるんだと

思いますが、あそこを歩いているだけで行き着けるのかなと少し心配になっ
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たような次第です。 

 たまたまその場所に来て初めてのお客さんが立ち寄るとか、県民の意識向

上のためにオープンで接しやすいところにあるという理念とは少し離れてい

るのかなというふうにも思いますが、このフレンテみえを選定した理由につ

いてお聞きしたいと思います。お願いします。 

   〔山川 進雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（山川 進） 県では昨年５月、県内の約１万事業所を対象に

障がい者雇用実態調査を実施いたしました。障がい者雇用を進める上での課

題といたしまして、約75％の企業が障がい者に適した仕事を見つけるのが難

しい、約25％の企業が障がい者雇用についての従業員や取引先の理解が必要

という結果が出ております。また、平成21年度の前回調査の雇用に当たって

の課題も、約80％の企業が会社内に適当な仕事があるか、約20％の企業が社

内において障がい者についての理解、知識が得られるかとなっており、課題

は変化しておりません。 

 このことから、障がい者雇用を進めるには企業の理解、県民の理解が一番

重要で、障がい者が当たり前に働いている姿を県民や企業の方々に理解して

いただくことが重要だと考えております。 

 三重県総合文化センターは、ステップアップカフェ（仮称）を整備するフ

レンテみえのほか、三重県文化会館、三重県生涯学習センター、三重県立図

書館があり、４月には三重県総合博物館が近くにオープンいたしまして、年

間約120万人の方々が施設を利用されることが見込まれております。 

 また、フレンテみえの施設稼働率は非常に高く、様々な文化事業のほか企

業を対象としたセミナーや研修会が多数開催されているなど、多様な集客が

見込める場所であると考えております。ステップアップカフェ（仮称）は、

単に障がい者の職業訓練の場というだけではなく、多様な県民が集い、障が

い者の交流などを通じて障がいに対する理解を深め、誰もが働きやすい環境

づくりをすることも必要であることから、多様な県民が集まる三重県総合文

化センターは設置場所にふさわしいのではないかと考えております。 
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 以上でございます。 

   〔４番 小島智子議員登壇〕 

○４番（小島智子） 120万人の方が見えるのでここはふさわしいのではない

か、どこを見ても100％という場所はきっとないであろうというふうに思い

ますので、多くの方に来ていただける可能性をやっぱり探ったときにここに

なったということなんだろうというふうに思うんですね。 

 私はここが一番いいかどうかという判断は自分ではようしませんけれども、

そうであるならここにカフェがあるということをぱっと来た方でも本当にわ

かるという仕組みというのをつくることが絶対に必要やというふうに思いま

すので、そのあたりのＰＲ、それから、あの前にどうやってカフェがあると

いうことを置くのかというようなこともあわせてお考えをいただけたらなと

いうふうに思います。 

 もっとやりとりをしたいと思いますが、最後の項がありますので、次に進

めさせていただきたいと思います。 

 さっきお話しさせていただいた株式会社アイエスエフネットのことですけ

れども、例えば、一般就労だけにかかわらずに、こんな仕組みをそこはつ

くっています。一つ御紹介をさせてください。 

 （パネルを示す）沼津にあるビルを１棟借り上げて、１階だけは違うとこ

ろが入っていましたけれども、２階から６階に全部自分のグループ企業等が

入っています。一般の企業のところもあるし、例えば、ここはハーモニーと

いう特例は入っていないですけれども、Ａ型とかＢ型とか、そういうところ

も入っています。人がこの中で循環をする仕組みをつくっています。例えば、

頑張って次はあそこに行ってやりたいなという気持ちを持つ人が、場所が変

わるとやっぱり一からそこへ通うことをしなければいけませんから、同じ場

所にあるということは非常にハードルが低いですね。次にあれがやりたいと

いうような意欲を喚起する場所としては大変おもしろいというか、有効な取

組だなというふうに思って見てきました。 

 ２階にあるレストランは、バックヤードで働いているんです。まだ野菜な
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んかに関しては地元のものを使うということで契約を結んでいるんですけれ

ども、行く行くは農園をつくって、そこで障がいのある方も働いて、そのレ

ストラン、バイキング形式なんですよね、それをやりたいなというような、

どんどん事業が膨らんでいく、雇用がきっと進んでいくんだろうなというふ

うに感じさせていただくような場所でした。 

 現在、福祉から就労へというふうには言われていますけれども、実際には

ほとんど前進が見られないような現状があるんじゃないか、企業での労働雇

用か福祉施設での福祉的就労しか選択肢がない場合も多いなというふうに思

います。お母さん方に話を聞いても、ここと合わない気がするけれども、で

も、ここをやめてしまったら次がないんじゃないかといつも心配なんです、

そんなふうにも言ってみえました。福祉的就労から一般就労までつながって

いくように、総合的に取り組んでいく必要があるというふうに思いますけれ

ども、今後の具体の取組等について何かお考えのことがあればお答えいただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔北岡寛之健康福祉部長登壇〕 

○健康福祉部長（北岡寛之） 福祉的就労から一般就労につながっていくよう

な総合的な取組が必要だという御質問でございます。まず、改めて現状認識

を申し上げますが、障がい者が精神的、経済的に自立して地域社会で生活し

ていくためには継続して就労していくことが必要ですが、十分な支援を受け

ながら就労できる企業は少ない現状にございます。 

 また、一方で、多くの障がい者が在籍しております就労継続支援事業所な

どでの福祉的就労はあくまでも訓練の位置づけであり、工賃も低いことから、

障がい者の自立には至りにくい状況にあります。 

 このため県では、これまでの就労に向けた支援に加え、一般就労や福祉的

就労ではない新たな働き方である社会的事業所の設置を支援するため、平成

26年度に補助制度を創設することとしております。 

 この社会的事業所は、障がいのある人もない人も対等な立場でともに働く

ことを理念としまして、作業能力はあるものの対人関係や健康管理等の理由
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により現時点では一般就労できないでいる人などを雇用することを目的とし

た事業所です。また、この社会的事業所から一般就労への移行や、逆に一般

企業での就労になじめなかった障がい者などの受け皿としての機能について

もあわせ持つこととなると考えております。 

 今後とも関係部局と十分な連携の上、障がい者の就労の場の確保や多様な

働き方の展開がさらに進んでいくよう取り組んでまいります。 

   〔４番 小島智子議員登壇〕 

○４番（小島智子） 社会的事業所への補助、設置に対する補助をしていくん

だということをお聞かせいただきました。そして、一般就労に行ったけれど

もちょっと難しいなという方と行きつ戻りつするような、そういう仕組みが

社会的事業所をつくることでできるのではないかということだったと思います。 

 私もこの仕組みには大変期待をさせていただくところですし、心配なく次

のステップに行ける、でも、行ったけれども少しやっぱり戻りたいなと思う

ときに戻っていく場所があるということというのはすごく大事やと思います

ので期待もさせていただきたいですが、実際この社会的事業所が、三重県内

でどんなものがどうやってできていくかということが課題だというふうに思

うんですね。 

 去年の６月ですけれども、障がい者雇用の拡大を推進するということで、

新潟においては、新潟市と、そしてこのアイエスエフネットグループと、に

いがたパイロットクラブ、これは脳疾患の方を支えるボランティア組織なん

ですが、この３者が協働して進めようというふうにして協定を結んでやって

いるというような例もあります。 

 まさに今後進むべき方向と一致しているなというふうに思いますし、いろ

んな自治体がそういう企業グループと協定を結んで進めようとしているとい

うことも今たくさんありますので、そういうことも、ぜひ三重県としてもお

考えをいただけたらなというふうに思うんです。 

 川崎市の例を申し上げますと、障がいのある方だけではありません。生活

保護受給者の方、生活困窮者や障がいのある方も含めて、就労困難な方が自
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立できるようにということで連携をして取組を進めていこうということも行

われています。半官半民で雇用創出専門企業を立ち上げている、そんなこと

もありますので、そのあたりも三重県としてもお考えいただけたら。 

 企業が雇うべき障がい者の範囲を、精神障がい者も雇うようにということ

で、2018年から義務づけになりますね。企業については５年間の猶予はある

ようですけれども、でもそういう流れ。あるいは、2015年４月には生活困窮

者自立支援法が施行されて、その中で、ひきこもりの方とか、ちょっと難し

いな、ぽっと働くのが難しいなという方の支援というのもますます自治体に

も求められてくるところです。ですので、先進的なそういう企業グループと

協定を結んでノウハウを全部いただくという方法もありだというふうに思い

ますので、そのこともあわせてぜひお考えいただけたらなというふうに思い

ます。 

 今、申し上げた全てのことは、私小島個人の思いというよりは、障がいの

ある方とか、それから就労困難な方、私が接した若者の中でも、一旦働いた

けれども残念ながらメンタルを病んでやめざるを得なかった、そういう若者

もいます。次、働けるかという心配も大きく持っています。そして、その親

御さん方、そんな方の思いを全て含めた要望だと、お話だというふうに受け

とめていただければありがたいと思います。 

 では、時間になりました。これで一般質問を終結させていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（前田剛志） 以上で、本日の県政に対する質問を終了いたします。 

 

休          憩 

○副議長（前田剛志） 着席のまま、暫時休憩いたします。 

午後３時１分休憩 

                                    

午後３時２分開議 
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開          議 

○議長（山本 勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

委 員 長 報 告 

○議長（山本 勝） 日程第２、議案第１号、議案第２号及び議案第20号を一

括して議題といたします。 

 本件に関し、予算決算常任委員長から、委員会における審査の経過と結果

について報告を求めます。貝増吉郎予算決算常任委員長。 

   〔貝増吉郎予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（貝増吉郎） 御報告申し上げます。 

 予算決算常任委員会に審査を付託されました議案第１号平成25年度三重県

一般会計補正予算（第７号）外２件につきましては、２月21日に開催された

当該の分科会で詳細な審査を行った後、本委員会を開催し、関係当局の出席

を求め、慎重に審査をいたしました結果、いずれも全会一致をもって原案を

可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（山本 勝） 以上で委員長報告を終わります。 

 委員長報告に対する質疑並びに討論の通告は受けておりません。 

 

採          決 

○議長（山本 勝） これより採決に入ります。 

 議案第１号、議案第２号及び議案第20号の３件を一括して起立により採決

いたします。 

 本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。本案をいずれも委

員長の報告どおり決することに賛成の方は起立願います。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（山本 勝） 起立全員であります。よって、本案はいずれも委員長の

報告どおり可決されました。 
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請 願 の 審 議 

○議長（山本 勝） 日程第３、請願の件を議題といたします。 

 本件に関する戦略企画雇用経済常任委員会の審査の結果は、請願審査結果

報告書のとおり、採択１件であります。 

 お諮りいたします。本件は議事進行上、委員長報告を省略し、直ちに採決

いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 勝） 御異議なしと認め、本件は委員長報告を省略し、直ちに

採決することに決定いたしました。 

 

採          決 

○議長（山本 勝） これより採決に入ります。 

 請願第44号ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉についてを起立により採決い

たします。 

 本件を委員会の決定どおり採択することに賛成の方は起立願います。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（山本 勝） 起立全員であります。よって、本件は委員会の決定どお

り採択することに決定いたしました。 

 

意 見 書 案 審 議 

○議長（山本 勝） 日程第４、意見書案第１号ＴＰＰ（環太平洋パートナー

シップ）協定交渉に関する意見書案を議題といたします。 

 お諮りいたします。本件は議事進行上、趣旨説明並びに質疑を省略し、直

ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 勝） 御異議なしと認め、本件は趣旨説明並びに質疑を省略し、

直ちに採決することに決定いたしました。 
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採          決 

○議長（山本 勝） これより採決に入ります。 

 意見書案第１号を起立により採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（山本 勝） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決

されました。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○議長（山本 勝） お諮りいたします。明26日は休会といたしたいと存じま

すが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本 勝） 御異議なしと認め、明26日は休会とすることに決定いた

しました。 

 ２月27日は引き続き、定刻より県政に対する質問を行います。 

 

散          会 

○議長（山本 勝） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時８分散会 


